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高　

風

は
じ
め
に

　

本
稿
は
「
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
六
十
三
巻
第
三
号
（
平
成
二

十
八
年
三
月
）
に
所
収
の
拙
稿
「
明
治
期
以
降
曹
洞
宗
人
物
誌
（
八
）」
の

続
編
で
あ
る
。
全
項
の
人
物
誌
が
完
成
し
た
時
は
『
近
代
曹
洞
宗
人
名
辞

典
』
と
題
し
て
刊
行
す
る
予
定
で
、
一
日
も
早
い
完
成
を
め
ざ
し
精
進
し
て

い
る
。

　

凡　

例

　
﹇
見
出
し
項
目
﹈

一
、 

収
録
人
物
は
明
治
期
以
降
に
宗
門
の
発
展
に
活
躍
し
た
人
物
で
、
そ
の

出
典
は
「
明
教
新
誌
」「
宗
報
」「
曹
洞
宗
報
」
を
中
心
に
、
明
治
、
大

正
、
昭
和
期
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
著
作
や
各
種
雑
誌
、
新
聞
な
ど
か
ら

採
取
し
た
。

二
、 

見
出
し
の
人
名
は
当
時
用
い
た
旧
漢
字
と
し
た
。
事
歴
の
本
文
は
新
字

体
を
用
い
た
が
、
旧
字
体
を
使
用
し
た
も
の
も
あ
る
。

三
、 

見
出
し
の
項
目
は
か
な
見
出
し
を
太
字
で
示
し
、次
に
漢
字
を
掲
げ
た
。

四
、 

か
な
見
出
し
項
目
は
姓
と
名
の
間
に
ダ
ー
シ
を
挿
入
し
て
読
み
や
す
く

し
た
。

　
﹇
見
出
し
項
目
の
配
列
﹈

一
、 

配
列
は
五
十
音
順
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、「
い
」
以
降
は
完
成
し
た
原

稿
の
順
序
と
し
た
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
「
と
」「
わ
」
の
項
を
と
り

あ
げ
た
。

二
、 

同
音
同
字
の
漢
字
項
目
は
時
代
順
（
没
年
順
）
に
配
列
し
た
。

三
、 

同
音
異
字
の
漢
字
項
目
は
第
一
字
目
の
画
数
の
少
な
い
も
の
か
ら
の
順

と
し
た
。
ま
た
、
第
一
字
目
が
同
画
数
の
時
は
第
二
字
以
降
の
画
数
の

少
な
い
も
の
か
ら
配
列
し
た
。

　
﹇
本
文
の
記
述
と
そ
の
順
序
﹈

一
、 

本
文
の
記
述
は
敬
語
、
敬
称
の
使
用
を
避
け
た
。

二
、 

収
録
に
あ
た
っ
て
は
歴
住
地
、
号
、
字
、
生
年
月
日
、
父
母
、
誕
生

地
、
受
業
師
、
本
師
、
学
歴
、
僧
堂
安
居
歴
、
宗
門
役
職
歴
、
社
会
的

職
歴
、
著
作
類
、
示
寂
（
没
）
年
月
日
、
行
年
、
参
考
文
献
の
順
と
し

た
。
不
明
な
場
合
は
記
し
て
い
な
い
。

三
、 

本
文
は
基
本
的
に
、
編
著
者
が
直
接
、
歴
住
地
へ
問
い
合
わ
せ
を
行
っ

た
返
書
（
調
査
用
紙
）
に
も
と
づ
い
て
執
筆
し
た
。
そ
れ
以
外
に
参
考

と
し
た
文
献
は
末
尾
に
掲
げ
た
。

四
、 

伝
記
中
の
元
号
の
一
番
最
初
（
初
出
）
に
西
暦
を
入
れ
た
。
た
だ
し
、

伝
記
中
の
生
没
年
に
は
西
暦
を
入
れ
な
い
。

五
、 

寺
院
の
所
在
地
が
郡
の
場
合
は
県
を
入
れ
、
市
の
場
合
は
県
を
省
略
し

た
。
な
お
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
新
市
町
村
名
へ
の
変
更
を
行
っ
て

い
な
い
も
の
も
あ
る
。

六
、 

歴
住
地
は
歴
住
の
順
序
通
り
で
な
い
も
の
も
あ
り
、
何
世
か
不
明
な
場

合
は
記
し
て
い
な
い
。
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と

ど
い‒
か
ん
ぜ
ん　

土
井
寛
禅

　

－

明
治
四
十
四
年（
一
九
一
一
）

山
口
市
瑞
雲
寺
二
十
四
世
。
号
は
大
鈍
。
明
治
四

十
四
年
八
月
二
十
六
日
に
示
寂
し
た
。

ど
い‒

せ
き
ぜ
ん　

土
井
積
善

明
治
二
年（
一
八
六
九
）－

昭
和
二
十
二
年

（
一
九
四
七
）

黒
部
市
吉
祥
寺
四
世
、
飛
弾
市
徳
翁
寺
。
号
は
行

修
。
明
治
二
年
十
月
十
七
日
に
富
山
県
中
新
川
郡

南
加
積
村
の
福
島
宗
吉
の
五
男
に
生
ま
れ
る
。
受

業
師
は
大
倣
円
洲
、
本
師
は
関
歇
参
。
大
法
嶺

外
、
竹
内
隆
道
に
参
随
し
た
。
明
治
二
十
八
年

（
一
八
九
五
）
か
ら
二
十
九
年
ま
で
比
叡
山
大

学
、
二
十
九
年
か
ら
三
十
一
年
ま
で
曹
洞
宗
立
大

学
林
に
学
ん
だ
。
大
本
山
巡
回
布
教
師
、
富
山
県

宗
務
所
長
、
宗
会
議
員
を
務
め
た
。
吉
祥
寺
を
月

法
幢
地
に
昇
格
さ
せ
、
本
堂
な
ど
を
移
転
再
建
し

た
。
昭
和
二
十
二
年
二
月
十
九
日
に
七
十
九
歳
で

示
寂
し
た
。（「
歴
住
位
牌
誌
」）

ど
い‒

ぜ
ん
か
つ　

土
井
漸
活

安
政
四
年（
一
八
五
七
）－

大
正
十
一
年（
一

九
二
二
）

山
梨
県
南
巨
摩
郡
南
明
寺
四
十
七
世
、
松
阪
市
妙

泉
寺
十
八
世
、
中
央
市
法
星
院
、
藤
岡
市
興
禅

院
。
号
は
修
学
。
安
政
四
年
三
月
十
八
日
に
尾
張

国
鳴
海
駅
脇
本
陣
の
土
井
弥
三
右
衛
門
の
孫
勇
吉

の
三
男
に
生
ま
れ
た
。
受
業
師
は
慧
海
漸
丈
、
本

師
は
仏
海
禅
道
。
十
八
歳
で
初
め
て
尾
張
に
行

き
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
渡
辺
實
雄
、
西

野
石
梁
、
白
鳥
鼎
三
、
鷹
林
冷
生
な
ど
の
老
宿
に

歴
参
し
、
臨
済
宗
の
徳
源
寺
の
門
下
に
も
参
随
し

た
。
そ
の
後
、
法
星
寺
に
住
持
し
、
二
十
六
年
に

は
妙
泉
寺
に
住
持
し
た
後
、
曹
洞
中
学
林
学
監
と

な
り
、
三
十
六
年
に
は
監
事
を
歴
任
し
た
。
公
選

に
よ
っ
て
曹
洞
宗
議
会
議
員
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
他
、
両
本
山
布
教
師
も
務
め
、
布
教
伝
道
に
尽

く
し
た
。
大
正
十
一
年
十
一
月
四
日
に
六
十
六
歳

で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
名
鑑
』）

と
う
が
く‒

ほ
う
し
ゅ
う　

洞
覚
方
宗

文
化
十
三
年（
一
八
一
六
）－

明
治
三
十
六
年

（
一
九
〇
三
）

千
葉
県
長
生
郡
全
應
寺
十
七
世
、
千
葉
県
長
生
郡

大
林
寺
三
十
一
世
、
木
更
津
市
東
泉
寺
。
受
業
師

は
正
宗
、
本
師
は
達
山
。
明
治
三
十
六
年
九
月
二

十
日
に
八
十
七
歳
で
示
寂
し
た
。

と
う
し
ゅ
う‒

か
つ
り
ょ
う　

棟
秀
活
梁

天
保
四
年（
一
八
三
三
）－

明
治
四
十
三
年

（
一
九
一
〇
）

さ
い
た
ま
市
福
厳
寺
十
八
世
、
越
谷
市
勝
林
寺
二

十
二
世
。
天
保
四
年
十
月
八
日
に
越
谷
市
新
方
の

大
貫
忠
蔵
の
長
男
に
生
ま
れ
た
。
本
堂
改
修
、
庫

裡
及
び
蔵
な
ど
を
新
築
し
、
寺
院
環
境
整
備
に
尽

力
し
た
。
明
治
四
十
三
年
十
月
十
七
日
に
七
十
八

歳
で
示
寂
し
て
い
る
。（「
過
去
帳
」
世
代
記
）

と
う
じ
ょ
う‒

ふ
う
れ
い　

東
條
風
鈴

明
治
二
十
二
年（
一
八
八
九
）－

昭
和
二
十
八

年（
一
九
五
三
）

小
山
市
龍
昌
寺
二
十
六
世
、
南
房
総
市
延
命
寺
。

栃
木
県
下
都
賀
郡
間
々
田
町
に
生
ま
れ
る
。
戦
時

中
に
布
教
師
と
し
て
中
国
へ
渡
り
伝
道
し
て
い

る
。
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
四
日
に
六
十
四
歳
で

示
寂
し
た
。
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と
う
は‒

こ
り
ん　

洞
派
湖
鱗

嘉
永
元
年（
一
八
四
八
）－

昭
和
四
年（
一
九

二
九
）

高
山
市
栄
鏡
院
、
塩
尻
市
長
興
寺
二
十
二
世
、
号

は
啄
水
。
本
師
は
洞
派
量
海
。
嘉
永
元
年
一
月
一

日
に
長
野
県
諏
訪
郡
小
川
村
の
牛
山
五
左
エ
門
の

二
男
に
生
ま
れ
る
。
天
治
元
年
（
一
八
六
四
）、

尾
州
大
光
院
の
大
薩
に
参
随
し
、
後
に
尾
州
護
国

院
の
縁
三
に
参
随
し
た
。
高
山
の
旧
城
跡
に
保
寿

寺
を
建
立
し
、
布
教
伝
道
に
努
め
た
。
明
治
二
十

六
年
（
一
八
九
三
）
に
長
野
県
第
二
号
宗
務
教
導

取
締
に
就
任
し
、
地
方
の
教
学
発
揚
に
尽
力
し

た
。
明
治
三
十
五
年
に
高
祖
大
師
大
遠
忌
の
特
派

専
師
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
四
十
一
年
一
月
三
十
日
に

本
堂
、
庫
裡
な
ど
が
烏
有
に
帰
し
た
た
め
、
大
正

二
年
（
一
九
一
三
）
に
庫
裡
を
再
建
し
た
。
昭
和

四
年
八
月
十
三
日
に
七
十
七
歳
で
示
寂
し
て
い

る
。（『
曹
洞
宗
名
鑑
』『
長
興
寺
史
』『
青
松
山
長

興
禅
寺
寺
史
』）

と
う
は‒

ぶ
ん
じ
ょ
う　

洞
派
文
情

嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）－

大
正
八
年（
一
九

一
九
）

塩
尻
市
興
龍
寺
十
九
世
、
塩
尻
市
長
興
寺
二
十
三

世
。
号
は
風
外
。
嘉
永
二
年
に
塩
尻
市
宗
賀
平
出

の
平
出
行
雄
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
受
業
師
、

本
師
は
洞
派
量
海
。
大
正
八
年
六
月
二
十
日
に
七

十
一
歳
で
示
寂
し
た
。（『
青
松
山
長
興
禅
寺
寺

史
』）

と
う
や‒

ど
う
り
ゅ
う　

東
谷
洞
龍

明
治
三
十
五
年（
一
九
〇
二
）－

平
成
五
年

（
一
九
九
三
）

田
村
市
東
円
寺
十
四
世
。
号
は
大
雲
。
明
治
三
十

五
年
八
月
十
七
日
に
福
島
県
田
村
郡
常
葉
町
関
本

岡
内
に
生
ま
れ
る
。
本
師
は
三
村
洗
耳
。
常
葉
高

等
小
学
校
を
卒
業
し
た
。
福
島
宗
務
所
々
会
議

員
、
第
十
教
区
長
、
梅
花
講
長
、
總
持
寺
地
方
副

監
院
、
長
松
院
参
禅
道
場
後
堂
、
總
持
寺
大
授
戒

会
、
御
征
忌
両
班
寮
々
監
な
ど
を
務
め
た
。
常
葉

町
公
民
館
長
、
役
場
戸
籍
係
長
、
地
区
防
犯
協
議

会
副
会
長
、
福
祉
協
議
会
理
事
、
遺
族
会
顧
問
、

交
通
安
全
協
会
顧
問
、
県
保
護
協
会
員
な
ど
を
務

め
、
茶
道
教
授
、
華
道
、
盆
景
家
元
師
範
代
で
も

あ
っ
た
。
著
作
と
し
て
『
常
葉
町
史
』
な
ど
を
編

纂
し
て
い
る
。
平
成
五
年
一
月
十
六
日
に
九
十
二

歳
で
示
寂
し
た
。（『
洞
門
龍
象
要
覧
』『
曹
洞
宗

現
勢
要
覧
』）

と
お
や
ま‒

み
ょ
う
か
ん　

遠
山
明
鑑

明
治
十
二
年（
一
八
七
九
）－

昭
和
二
十
六
年

（
一
九
五
一
）

静
岡
市
法
蔵
寺
十
八
世
。
号
は
大
機
、
楽
々
斉
華

翁
。
受
業
師
、
本
師
は
増
田
瑞
明
。
明
治
十
二
年

五
月
二
十
日
に
静
岡
市
鷹
匠
町
の
遠
山
景
寛
の
子

に
生
ま
れ
た
。
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）、

静
岡
高
等
小
学
校
入
学
、
三
十
一
年
五
月
に
麻
布

曹
洞
宗
東
京
高
等
中
学
林
へ
入
学
、
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
）
に
は
不
老
閣
を
新
築
し
、
本
堂
や

他
の
諸
堂
を
改
築
し
て
い
る
。
昭
和
九
年
（
一
九

三
四
）
五
月
十
五
日
に
は
、
静
岡
県
第
一
曹
洞
宗

務
所
長
、
二
十
一
年
三
月
、
曹
洞
宗
宗
会
議
員
、

方
面
委
員
、
布
教
師
委
員
、
赤
十
字
社
終
身
社

員
、
遠
山
流
第
四
世
家
元
で
、
静
岡
精
華
高
等
女

学
校
の
生
花
教
授
な
ど
も
務
め
た
。
昭
和
二
十
六

年
二
月
六
日
に
七
十
一
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞

宗
名
鑑
』『
法
蔵
寺
史
』）
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と
が
さ
わ‒

り
ょ
う
じ
ゅ
ん　

斗
ケ
沢
良
淳

天
保
元
年（
一
八
四
一
）－

明
治
三
十
一
年

（
一
八
九
八
）

盛
岡
市
長
松
寺
十
七
世
、
岩
手
県
紫
波
郡
実
相
寺

七
世
。
号
は
泰
應
。
盛
岡
市
の
斗
ケ
沢
忠
之
進
の

三
男
に
生
ま
れ
る
。
明
治
三
十
一
年
十
月
十
三
日

に
五
十
七
歳
で
示
寂
し
た
。（『
過
去
帳
』）

と
が
の‒

ど
う
ご　

栂
野
道
悟

　

－

昭
和
八
年（
一
九
三
三
）

柏
崎
市
普
広
寺
三
十
五
世
、
五
泉
市
正
雲
寺
十
七

世
。
号
は
大
法
。
長
岡
市
今
朝
白
町
の
栂
野
喜
代

治
の
子
に
生
ま
れ
る
。
曹
洞
宗
両
大
本
山
布
教

師
、
地
方
布
教
部
委
員
長
を
務
め
た
。
昭
和
八
年

三
月
二
十
六
日
に
示
寂
し
た
。（『
現
代
仏
教
家
人

名
辞
典
』）

と
き‒

ず
い
こ
う　

土
岐
随
孝

弘
化
二
年（
一
八
四
五
）－

昭
和
四
年（
一
九

二
九
）

福
井
県
三
方
上
中
郡
正
明
寺
十
五
世
、
小
浜
市
福

泉
寺
一
世
、
福
井
県
三
方
上
中
郡
向
陽
寺
三
十
八

世
。
号
は
祖
順
。
弘
化
二
年
十
二
月
八
日
に
福
井

県
三
方
郡
三
方
町
三
方
の
榎
本
小
七
の
四
男
と
し

て
生
ま
れ
る
。
受
業
師
は
珉
随
、
本
師
は
廓
峯
大

然
。
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
夏
に
空
印
寺
常
恒

会
に
入
衆
し
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
よ
り
、

江
戸
駒
込
栴
檀
学
寮
に
修
学
し
た
。
三
年
十
月
一

日
に
浅
草
の
潮
江
院
に
安
居
し
、
元
治
元
年
（
一

八
六
四
）
七
月
十
六
日
に
江
戸
橋
場
の
総
泉
寺
に

安
居
し
た
。
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
二
月
十
日

に
は
川
越
の
孝
顕
寺
に
安
居
し
、
七
月
二
十
日
に

武
蔵
国
大
成
村
の
普
門
院
に
安
居
し
た
。
明
治
十

四
年
（
一
八
八
二
）
十
一
月
に
は
曹
洞
宗
第
二
次

議
会
東
京
開
設
に
つ
き
上
京
し
、
翌
十
五
年
三
月

に
は
支
局
会
議
々
案
審
議
係
、
庶
務
及
び
会
計
主

任
を
命
ぜ
ら
れ
、
八
月
十
五
日
に
福
井
県
第
七
号

教
会
々
頭
に
任
命
さ
れ
る
。
十
八
年
五
月
五
日
に

は
両
本
山
貫
首
よ
り
護
法
会
係
を
任
命
さ
れ
、
二

十
二
年
十
一
月
一
日
よ
り
小
浜
曹
洞
宗
中
学
林
学

監
に
任
命
さ
れ
た
。
同
年
四
月
、
尊
皇
奉
仏
各
宗

大
同
団
委
員
に
任
命
さ
れ
、
二
十
三
年
四
月
十
七

日
に
小
浜
監
獄
署
教
誨
師
に
任
命
さ
れ
た
。
二
十

五
年
六
月
二
日
に
は
福
井
県
第
二
号
支
局
会
計
整

理
員
に
、
七
月
二
十
日
に
は
革
新
同
盟
会
委
員
、

七
月
二
十
六
日
に
は
両
山
協
和
護
持
会
委
員
を
嘱

托
さ
れ
た
。
二
十
八
年
二
月
二
十
七
日
に
は
支
局

会
議
々
員
に
当
選
し
、
三
十
年
十
月
二
十
七
日
に

永
平
寺
吉
祥
講
宿
坊
建
築
委
員
、
三
十
一
年
四
月

二
十
五
日
に
仏
教
婦
人
会
幹
事
、
四
月
二
十
八
日

に
は
支
局
会
議
々
員
、
十
一
月
二
十
日
に
高
祖
大

師
御
遠
忌
営
弁
に
付
、
翼
賛
委
員
を
依
嘱
さ
れ

た
。
三
十
四
年
一
月
二
十
八
日
に
は
支
局
会
議
々

員
に
当
選
し
、
二
月
十
九
日
に
第
三
号
分
局
長
、

八
月
二
日
に
永
平
寺
よ
り
遠
敷
、
大
飯
両
郡
特
別

寄
附
勧
募
委
員
、
十
二
月
二
十
一
日
に
は
支
局
請

願
委
員
に
任
命
さ
れ
た
。
三
十
五
年
三
月
二
十
七

日
に
は
西
有
穆
山
管
長
よ
り
組
長
を
任
命
さ
れ
、

三
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
に
吉
祥
講
整
理
委
員

を
嘱
托
せ
ら
れ
た
。
四
十
年
十
一
月
十
五
日
に
宗

会
議
員
に
当
選
し
た
。
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）

三
月
十
九
日
に
は
管
長
よ
り
所
長
心
得
に
特
撰
さ

れ
、
ま
た
、
總
持
寺
貫
首
よ
り
勧
募
委
員
長
に
任

命
さ
れ
、
四
月
一
日
に
は
布
教
部
委
員
長
に
就
い

た
。
四
年
十
二
月
五
日
に
は
福
井
県
福
田
会
小
浜

支
部
委
員
を
嘱
托
さ
れ
、
五
年
十
一
月
一
日
よ
り

三
日
ま
で
永
平
寺
の
慶
弔
式
礼
中
に
単
頭
を
、
七

年
五
月
十
三
日
に
は
寺
院
級
階
査
定
会
委
員
を
、

八
年
八
月
四
日
に
は
地
方
布
教
部
委
員
長
に
当
選
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し
て
い
る
。
十
年
四
月
二
十
一
、
二
十
二
日
に

は
、
永
平
寺
慶
弔
式
礼
中
僧
堂
副
都
管
に
命
ぜ
ら

れ
、
十
一
年
七
月
二
十
七
日
に
は
永
平
寺
大
祠
堂

改
築
創
立
会
協
議
員
に
嘱
托
さ
れ
た
。
十
二
年
四

月
十
三
日
に
は
正
明
寺
住
職
を
辞
任
し
、
昭
和
四

年
八
月
二
十
一
日
に
八
十
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹

洞
宗
名
鑑
』『
現
代
仏
教
家
人
名
辞
典
』「
随
孝
祖

順
和
尚
之
履
歴
概
要
」）

と
き
お‒

そ
み
ょ
う　

釈
尾
祖
明

元
治
元
年（
一
八
六
四
）－

昭
和
十
三
年（
一

九
三
八
）

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宝
光
寺
十
六
世
、
白
岡
市
興
善

寺
二
十
七
世
。
号
は
絶
方
。
元
治
元
年
三
月
十
日

に
南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
の
斉
藤
家
に
生
ま
れ
る
。
受

業
師
は
馬
場
祖
中
、
本
師
は
岡
安
霊
鳳
。
曹
洞
宗

大
学
林
を
卒
業
し
、
埼
玉
県
曹
洞
宗
宗
務
所
長
を

歴
任
す
る
。
昭
和
十
三
年
十
二
月
十
三
日
に
示
寂

し
た
。（『
現
代
仏
教
家
人
名
辞
典
』）

と
き
や
ま‒

ち
せ
ん　

時
山
智
仙

　

－

昭
和
六
年（
一
九
三
一
）

横
須
賀
市
大
松
寺
二
十
一
世
。
号
は
使
得
。
周
防

国
佐
波
郡
藤
木
邑
の
山
本
善
次
良
の
四
男
と
し
て

生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
却
壽
。
昭
和
六
年

十
月
二
十
二
日
に
八
十
四
歳
で
示
寂
し
た
。

と
く
た
け‒

ぶ
ん
じ　

徳
武
文
爾

明
治
二
十
一
年（
一
八
八
八
）－

昭
和
三
十
九

年（
一
九
六
四
）

盛
岡
市
報
恩
寺
三
十
五
世
、
長
野
市
乾
徳
寺
、
秋

田
市
補
陀
寺
。
号
は
玄
秀
。
明
治
二
十
一
年
九
月

二
十
三
日
に
長
野
県
埴
科
郡
西
条
村
の
徳
武
家
に

生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
小
根
山
随
雲
。
明

治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
三
月
に
県
立
長
野
中

学
校
を
卒
業
後
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に

乾
徳
寺
に
首
先
住
職
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）

か
ら
十
年
間
補
陀
寺
に
晋
住
し
、
十
六
年
に
は
總

持
寺
後
堂
に
就
任
、
そ
の
後
、
能
登
の
總
持
寺
祖

院
の
西
堂
に
も
就
任
し
た
。
六
十
二
歳
に
し
て
報

恩
寺
に
昇
住
し
、
報
恩
寺
僧
堂
の
堂
頭
と
な
っ

た
。
他
に
も
名
古
屋
市
覚
王
山
日
暹
寺
副
住
職
、

同
覚
王
山
選
仏
場
主
任
師
家
、
駒
澤
大
学
講
師
、

秋
田
刑
務
所
特
別
教
誨
師
、
秋
田
師
範
学
校
専
攻

科
講
師
、
東
京
吉
祥
寺
女
子
体
育
専
門
学
校
講

師
、
岩
手
県
保
護
院
顧
問
な
ど
も
務
め
た
。
三
十

五
年
三
月
十
七
日
に
周
辺
の
綿
工
場
の
出
火
の
飛

び
火
に
よ
っ
て
本
堂
な
ど
が
灰
燼
に
帰
し
た
。
や

が
て
本
堂
再
建
を
発
願
し
、
見
事
に
達
成
し
た
。

三
十
九
年
五
月
三
日
に
七
十
六
歳
で
示
寂
し
た
。

（『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』『
洞
門
龍
象
要
覧
』『
報
恩

寺
概
史
』）

と
く
や
ま‒

か
ん
ぜ
ん　

徳
山
関
禅

文
政
八
年（
一
八
二
五
）－

昭
和
二
十
六
年

（
一
九
五
一
）

東
京
都
道
場
寺
十
四
世
。
号
は
得
之
。
文
政
八
年

に
防
州
都
濃
郡
富
田
土
井
に
生
ま
れ
た
。
受
業
師

は
雉
常
、
本
師
は
大
志
道
仙
。
嘉
永
五
年
（
一
八

五
二
）
か
ら
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
ま
で
東
京

府
下
浅
草
の
東
岳
寺
の
東
泉
に
つ
い
て
漢
学
な
ど

を
学
ぶ
。
道
場
寺
に
家
塾
（
寺
子
屋
）
を
開
い

た
。
明
治
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日
に
示
寂
し
て

い
る
。（「
當
山
過
去
帳
世
代
記
」『
勝
光
院
史　

文
化
財
綜
合
調
査
報
告
』『
練
馬
区
教
育
史
』
資

料
１　

第
二
巻
）

と
く
や
ま‒

ど
う
す
い　

徳
山
洞
水

明
治
十
六
年（
一
八
八
三
）－

昭
和
三
十
九
年
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（
一
九
六
四
）

平
戸
市
瑞
雲
寺
四
十
一
世
。
号
は
雷
聞
。
明
治
十

六
年
十
二
月
十
日
に
長
崎
県
壱
岐
郡
箱
崎
村
に
生

ま
れ
る
。
本
師
は
徳
山
鳳
瑞
。
長
崎
市
晧
台
寺
、

天
草
市
東
向
寺
、
永
平
寺
の
各
僧
堂
に
安
居
す

る
。
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）、
永
平
寺
高
祖

大
師
報
恩
授
戒
会
、
十
二
年
總
持
寺
御
忌
の
焼
香

師
を
務
め
る
。
管
内
布
教
部
委
員
、
寺
院
級
階
査

定
会
地
方
調
査
会
員
、
宗
務
所
会
議
員
を
務
め
、

十
七
年
、
宗
会
議
員
に
当
選
し
、
参
事
会
員
と
な

る
。
そ
の
他
、
県
仏
教
聯
合
会
郡
支
部
長
、
大
日

本
宗
教
連
盟
県
支
部
北
松
浦
郡
分
会
長
、
民
事
特

別
調
停
委
員
な
ど
を
務
め
て
い
る
。
昭
和
三
十
九

年
九
月
二
十
日
に
八
十
二
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹

洞
宗
現
勢
要
覧
』『
洞
門
龍
象
要
覧
』）

と
く
や
ま‒

は
く
り
ゅ
う　

徳
山
博
隆

明
治
四
十
一
年（
一
九
〇
八
）－

平
成
五
年

（
一
九
九
三
）

佐
賀
市
苗
運
寺
二
十
二
世
、
佐
賀
県
神
埼
郡
用
音

寺
。
号
は
風
外
。
明
治
四
十
一
年
八
月
五
日
に
長

崎
県
平
戸
市
鏡
川
町
の
徳
山
洞
水
の
二
男
と
し
て

生
ま
れ
る
。
受
業
師
は
徳
山
鳳
瑞
、
本
師
は
徳
山

洞
水
。
日
本
大
学
政
治
学
科
を
卒
業
し
昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）
よ
り
十
年
ま
で
長
崎
市
晧
台
寺
に

安
居
し
た
。
教
区
長
、
教
化
主
事
、
所
会
議
長
、

布
教
委
員
な
ど
を
務
め
、
民
生
児
童
委
員
、
保
護

司
、
佐
賀
郡
民
生
委
員
会
会
長
、
嘉
瀬
公
民
館

長
、
佐
賀
市
社
会
教
育
主
事
、
郡
公
民
館
連
絡
協

議
会
長
、
県
公
民
館
連
合
会
副
会
長
、
九
州
公
民

館
連
合
会
理
事
、
監
事
な
ど
も
務
め
て
い
る
。
平

成
五
年
十
二
月
二
十
二
日
に
八
十
七
歳
で
示
寂
し

た
。（『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』）

と
く
や
ま‒

ほ
う
ず
い　

徳
山
鳳
瑞

　

－　

南
島
原
市
智
性
院
二
世
、
平
戸
市
瑞
雲
寺
四
十

世
。
号
は
徳
山
。
布
教
師
と
し
て
活
躍
し
有
名
で

あ
っ
た
。
瑞
雲
寺
に
お
い
て
、
多
く
の
弟
子
を
打

出
し
、
現
在
の
瑞
雲
寺
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
。

（『
現
代
仏
教
家
人
名
辞
典
』）

と
く
や
ま‒

り
ょ
う
こ　

徳
山
了
古

　

－

明
治
三
十
三
年（
一
九
〇
〇
）

富
山
市
徳
林
寺
二
十
一
世
、
高
岡
市
瑞
龍
寺
二
十

五
世
、
富
山
市
西
光
寺
。
号
は
閑
山
。
仏
慈
講
を

創
設
し
、
布
教
伝
道
に
尽
力
し
た
。
そ
の
説
教
は

宗
門
第
一
と
い
わ
れ
た
。
明
治
三
十
三
年
三
月
十

日
に
示
寂
し
た
。（『
洞
上
高
僧
月
旦
』「
宗
報
」

第
七
十
九
号
）

と
く
や
ま‒

れ
い
の
う　

徳
山
霊
能

明
治
二
十
三
年（
一
八
九
〇
）－

昭
和
三
十
五

年（
一
九
六
〇
）

長
浜
市
洞
寿
院
五
十
一
世
、
長
浜
市
正
源
寺
八

世
。
号
は
棟
岳
。
岐
阜
県
徳
山
村
に
生
ま
れ
る
。

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
正
源
寺
よ
り
洞

寿
院
へ
転
住
し
て
お
り
、
永
平
寺
の
待
真
を
務
め

た
。
数
十
年
に
わ
た
り
仏
教
青
年
会
の
育
成
に
務

め
て
お
り
、
昭
和
三
十
五
年
十
一
月
三
日
に
洞
寿

院
に
お
い
て
七
十
歳
で
示
寂
し
た
。（「
傘
松
」
第

二
七
二
号
）

と
ざ
わ‒

し
ゅ
ん
ど
う　

戸
沢
春
堂

天
保
九
年（
一
八
三
八
）－

大
正
四
年（
一
九

一
五
）

岐
阜
県
安
八
郡
栄
春
院
、
岐
阜
県
安
八
郡
光
源

寺
、
福
井
県
吉
田
郡
吉
峰
寺
二
世
、
福
井
市
孝
顕

寺
三
十
二
世
。
号
は
鉄
叟
、
養
巌
。
天
保
九
年
に
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大
垣
藩
士
戸
沢
家
に
生
ま
れ
た
。
受
業
師
、
本
師

は
鴻
雪
爪
、
高
岡
市
の
瑞
龍
寺
の
橘
仙
に
参
随
し

た
。
永
平
寺
監
院
を
務
め
て
お
り
、
明
治
の
末

期
、
福
井
市
周
辺
は
絹
織
物
の
産
地
で
あ
り
、
豊

川
市
の
妙
厳
寺
よ
り

枳
尼
天
尊
像
を
勧
請
し
て

境
内
に
祀
っ
た
。
永
平
寺
貫
首
選
挙
に
春
堂
を
立

て
よ
う
と
し
た
時
、
春
堂
の
実
弟
海
軍
中
将
（
名

は
不
詳
）
は
当
時
の
金
額
で
三
万
円
を
選
挙
運
動

費
用
と
し
て
拈
出
し
た
。
し
か
し
、
春
堂
は
立
候

補
せ
ず
、「
儂
は
管
長
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
程
の

罪
は
犯
し
て
い
な
い
筈
」
と
い
い
、
金
銭
は
受
け

と
ら
ず
海
軍
中
将
を
帰
さ
せ
た
。
大
正
四
年
六
月

八
日
に
七
十
九
歳
で
示
寂
し
た
。（『
洞
上
高
僧
月

旦
』「
傘
松
」
第
四
九
四
号
）

と
し
が
み‒

き
ん
こ
う　

壽
上
金
光

明
治
九
年（
一
八
七
六
）－

昭
和
二
十
八
年

（
一
九
五
三
）

会
津
若
松
市
善
龍
寺
十
九
世
。
号
は
靏
琳
。
明
治

九
年
一
月
八
日
に
福
島
県
河
沼
郡
金
上
村
に
生
ま

れ
た
。
本
師
は
加
藤
禅
隆
。
福
島
県
第
三
号
宗
務

支
局
第
九
号
正
幹
事
、
第
三
号
支
局
開
設
会
議
常

置
委
員
、
宗
務
支
局
庶
務
、
第
七
宗
務
所
第
二
組

長
、
第
七
宗
務
所
長
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）

宗
会
議
員
、
第
三
宗
務
所
会
議
員
、
地
方
布
教
部

委
員
長
な
ど
を
務
め
、
地
方
布
教
の
改
善
に
尽
く

し
た
。
昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日
に
七
十
九

歳
で
示
寂
し
た
。（『
現
代
仏
教
家
人
名
辞
典
』

『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』）

と
す‒

え
つ
ざ
ん　

鳥
栖
越
山

文
政
五
年（
一
八
二
二
）－

昭
和
九
年（
一
九

三
四
）

笠
間
市
鳳
台
院
二
十
六
世
、
東
京
都
昌
林
寺
。
文

政
五
年
に
肥
前
熊
本
藩
の
鳥
栖
大
左
衛
門
尚
獄
の

息
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
本
師
は
壽
山
。
十
四
歳

の
時
、
長
門
で
壽
山
に
就
い
て
出
家
、
鳳
台
院
に

三
十
年
間
住
職
を
務
め
、
昌
林
寺
へ
転
住
し
た
。

祖
父
が
百
十
三
歳
、
父
が
百
歳
、
母
が
九
十
五
歳

と
い
う
長
命
者
の
多
い
家
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
、
越
山
自
身
も
百
十
歳
と
い
う
長
命
で
、
長
寿

の
秘
訣
を
語
っ
て
い
る
。
昭
和
九
年
三
月
二
十
八

日
に
百
十
歳
で
示
寂
し
た
。（「
大
乗
禅
」
第
八
巻

第
三
号
）

と
だ‒

ぎ
さ
ん　

戸
田
義
参

明
治
九
年（
一
八
七
六
）－

昭
和
十
三
年（
一

九
三
八
）

浜
松
市
西
来
院
二
十
九
世
。
号
は
實
應
。
明
治
九

年
に
豊
橋
市
町
畑
町
の
鈴
木
彦
六
の
三
男
に
生
ま

れ
る
。
受
業
師
は
武
田
金
牛
、
本
師
は
戸
田
昂

建
。
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
旧
制
中
学

を
卒
業
し
、
同
年
よ
り
三
十
年
ま
で
新
城
市
の
泉

龍
院
に
安
居
し
、
三
十
二
年
よ
り
昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）
ま
で
西
来
院
住
職
を
務
め
た
。
三

年
、
徳
川
家
康
公
正
室
築
山
御
前
三
五
〇
回
忌
を

営
み
、
御
前
の
生
涯
を
世
に
紹
介
す
る
。
弟
子
に

實
学
義
鳳
、
普
学
萬
反
、
巨
海
賢
隆
な
ど
が
い

る
。
著
書
に
『
築
山
御
前
考
』
が
あ
り
、
昭
和
十

三
年
十
一
月
二
十
七
日
に
六
十
二
歳
で
示
寂
し

た
。（『
現
代
仏
教
家
人
名
辞
典
』）

と
だ‒

ご
ゆ
う　

戸
田
吾
雄

安
政
五
年（
一
八
五
八
）－

昭
和
四
年（
一
九

二
九
）

徳
島
市
大
匠
寺
、
徳
島
市
国
分
寺
十
五
世
、
須
賀

川
市
長
禄
寺
三
十
九
世
。
号
は
獨
峰
。
安
政
五
年

九
月
九
日
に
徳
島
県
海
部
郡
奥
浦
に
浅
川
廣
吉
の
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三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
受
業
師
、
本
師
は
戸
田

惟
仙
。
百
谷
奇
雲
、
久
我
環
渓
、
涛
聴
水
ら
に
参

随
し
た
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）、
曹
洞
宗

専
門
本
校
に
入
学
し
、
卒
業
後
の
十
五
年
十
一

月
、
山
形
県
第
二
号
専
門
支
校
教
師
、
十
九
年
二

月
、
徳
島
県
専
門
支
校
教
師
を
務
め
、
二
十
八
年

に
自
坊
に
曹
洞
宗
僧
堂
を
開
設
し
、
二
十
九
年
に

は
準
師
家
と
な
る
。
三
十
四
年
に
両
本
山
布
教
師

と
な
り
、
各
地
を
巡
教
し
た
。
三
十
九
年
、
東
北

三
県
が
凶
作
と
な
り
、
福
島
県
の
各
宗
を
代
表
し

て
救
済
事
業
に
奔
走
し
、
慈
善
事
業
に
も
尽
力
し

た
。
四
十
三
年
に
福
島
県
各
宗
連
合
仏
教
慈
善
会

を
起
こ
し
、
四
十
四
年
三
月
に
は
師
家
と
な
り
、

育
英
に
尽
力
し
た
。
ま
た
、
福
島
県
第
三
管
内
布

教
部
委
員
長
と
な
り
、
大
正
四
年
に
は
宗
議
会
議

員
と
な
っ
た
。
昭
和
四
年
九
月
十
九
日
に
示
寂
し

た
。（『
曹
洞
宗
名
鑑
』『
現
代
仏
教
家
人
名
辞

典
』『
天
桂
禅
師
霊
楠
陽
松
庵
史
』

と
だ‒

ゆ
う
ざ
ん　

戸
田
雄
山

　
－　

い
わ
き
市
蘭
秀
寺
二
十
九
世
。
号
は
鐵
道
。
福
島

県
磐
前
郡
平
町
字
白
銀
町
の
戸
田
有
一
の
弟
で
あ

る
。
本
師
は
実
山
雄
道
。
在
住
中
に
裏
山
の
崩
壊

に
よ
る
本
堂
の
倒
壊
と
焼
失
が
あ
り
、
本
堂
の
再

建
を
行
っ
た
。

と
ど
ろ
き‒

か
ん
じ
ゅ　

轟　

観
樹

　

－

明
治
八
年（
一
八
七
五
）

長
野
市
大
林
寺
二
十
二
世
、
大
町
市
大
沢
寺
三
十

六
世
。
号
は
大
享
。
長
野
県
北
信
濃
に
生
ま
れ

る
。
明
治
四
（
一
八
七
一
）、
五
年
頃
、
大
町
市

の
大
沢
寺
に
転
住
し
た
。
八
年
八
月
十
九
日
（
七

月
二
十
七
日
）
に
示
寂
し
た
。（『
教
導
職
職
員

録
』）

と
ど
ろ
き‒

た
い
り
ょ
う　

轟　

泰
量

弘
化
三
年（
一
八
四
六
）－

明
治
三
十
五
年

（
一
九
〇
二
）

群
馬
県
吾
妻
郡
雲
林
寺
二
十
六
世
。
号
は
巨
海
。

弘
化
三
年
四
月
八
日
に
長
野
県
上
水
内
郡
大
豆
嶋

村
の
轟
四
郎
右
エ
門
の
二
男
に
生
ま
れ
る
。
受
業

師
、
本
師
は
無
角
泰
牛
。
明
治
三
十
五
年
九
月
八

日
に
五
十
六
歳
で
示
寂
し
た
。

と
ね
が
わ‒

も
く
ど
う　

利
根
川
黙
道

安
政
元
年（
一
八
五
四
）－

明
治
三
十
八
年

（
一
九
〇
五
）

糸
魚
川
市
直
指
院
二
十
七
世
、
糸
魚
川
市
長
久
寺

五
世
。
号
は
孝
運
。
安
政
元
年
三
月
十
五
日
に
新

潟
県
西
頸
城
郡
能
生
町
大
字
柱
道
に
生
ま
れ
る
。

受
業
師
、
本
師
は
高
嶽
玄
龍
。
明
治
三
十
八
年
一

月
十
六
日
に
示
寂
し
た
。

と
の
か
い‒

み
ほ
う　

殿
界
美
芳

明
治
二
十
八
年（
一
八
九
五
）－

昭
和
五
十
五

年（
一
九
八
〇
）

加
古
川
市
長
松
寺
十
二
世
、
神
戸
市
勝
明
寺
十
四

世
。
号
は
蘭
渓
。
明
治
二
十
八
年
十
一
月
一
日
に

兵
庫
県
三
木
市
与
呂
木
の
殿
界
喜
代
太
郎
の
三
男

に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
吉
津
道
勇
。
吉

津
博
涯
に
参
随
し
て
い
る
。
大
正
五
年
（
一
九
一

六
）
三
月
に
曹
洞
宗
第
三
学
林
を
卒
業
し
て
お

り
、
教
区
長
、
布
教
部
委
員
、
兵
庫
県
第
一
宗
務

所
長
、
県
仏
教
会
理
事
、
加
古
郡
仏
教
会
長
、
方

面
委
員
、
民
生
委
員
、
司
法
保
護
委
員
、
司
法
保

護
司
、
児
童
福
祉
議
会
役
員
な
ど
を
務
め
た
。
昭

和
五
十
五
年
四
月
二
十
九
日
に
八
十
五
歳
で
示
寂
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し
た
。（『
洞
門
龍
象
要
覧
』）

と
ば
せ‒

ほ
ど
う　

鳥
羽
瀬
保
道

明
治
二
十
九
年（
一
八
九
六
）－

昭
和
五
十
七

年（
一
九
八
二
）

熊
本
県
天
草
郡
国
照
寺
十
九
世
、
天
草
市
観
音
寺

二
十
二
世
、
熊
本
市
大
慈
寺
九
十
五
世
。
号
は
大

活
。
明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日
に
熊
本
県
天

草
郡
五
和
町
の
鳥
羽
瀬
団
次
の
三
男
と
し
て
生
ま

れ
る
。
受
業
師
は
玄
道
通
外
、
本
師
は
大
孝
良

運
。
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
に
熊
本
県
私

立
精
華
専
科
中
学
を
卒
業
し
、
大
正
六
年
（
一
九

一
七
）
四
月
か
ら
十
五
年
五
月
ま
で
永
平
寺
で
修

行
し
た
。
宗
議
会
議
員
を
務
め
た
後
、
昭
和
二
十

五
年
（
一
九
五
〇
）
六
月
に
は
開
教
師
に
補
任
さ

れ
、
北
米
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
桑
港
寺
に
駐
在
、

三
十
年
四
月
二
十
五
日
に
北
米
開
教
師
総
監
と
な

る
。
書
道
弘
法
流
第
四
十
九
代
家
元
で
、
独
特
の

書
は
雑
誌
に
も
紹
介
さ
れ
人
気
を
博
し
た
。
五
十

七
年
二
月
二
十
四
日
に
八
十
六
歳
で
示
寂
し
た
。

（『
洞
門
龍
象
要
覧
』「
傘
松
」
第
四
六
二
号
）

と
び‒

え
ん
じ
ゅ
ん　

飛　

圓
順

慶
応
二
年（
一
八
六
六
）－

昭
和
十
五
年（
一

九
四
〇
）

会
津
若
松
市
常
徳
寺
、
喜
多
方
市
示
現
寺
四
十
三

世
。
号
は
道
網
。
慶
応
二
年
十
月
十
日
に
京
都
府

竹
野
郡
下
宇
川
村
の
浄
土
真
宗
浄
念
寺
の
飛
礼
順

の
二
男
に
生
ま
れ
た
。
受
業
師
は
三
野
全
調
、
本

師
は
北
村
玄
明
。
但
馬
の
長
松
寺
の
秦
慧
芳
に
参

随
し
、
明
治
十
六
年
（
一
八
七
八
）
十
月
に
専
門

支
校
に
入
り
卒
業
後
、
三
十
五
年
両
本
山
布
教
師

と
な
り
各
地
を
巡
回
し
た
。
四
十
一
年
に
石
川
素

童
に
見
こ
ま
れ
て
永
平
寺
単
頭
よ
り
總
持
寺
再
建

本
部
総
務
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
四
十
一
年
よ
り

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
迄
、
總
持
寺
特
派
使
と

し
て
全
国
を
巡
回
し
、
再
建
費
の
勧
募
に
従
事

し
、
同
年
に
は
總
持
寺
副
監
院
、
曹
洞
宗
教
学
部

長
と
な
っ
た
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
か
ら
三

年
間
、
京
都
へ
研
鑚
に
出
か
け
た
の
を
機
に
、
南

禅
寺
、
紫
野
の
大
徳
寺
、
嵯
峨
の
天
龍
寺
な
ど
臨

済
宗
の
代
表
的
巨
刹
及
び
老
宿
を
拝
問
し
て
禅
機

の
風
光
に
接
し
た
。
九
年
に
は
總
持
寺
祥
雲
閣
に

後
醍
醐
天
皇
六
百
回
御
遠
忌
の
事
務
局
の
総
長
に

任
命
さ
れ
た
。
詩
偈
に
も
長
じ
て
お
り
、
總
持
寺

西
堂
で
あ
っ
た
十
五
年
七
月
十
一
日
に
世
寿
七
十

五
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
名
鑑
』『
現
代
仏

教
家
人
名
辞
典
』「
傘
松
」
第
一
五
五
号
「
跳

龍
」
第
三
三
一
号
）

と
ま
つ‒

こ
う
え
ん　

戸
松
孝
圓

元
治
元
年（
一
八
六
四
）－

昭
和
十
七
年（
一

九
四
二
）

新
発
田
市
浄
国
寺
二
十
四
世
、
新
発
田
市
蓮
華
寺

十
六
世
、
新
潟
市
洞
泉
寺
。
号
は
大
学
。
元
治
元

年
に
新
潟
県
豊
浦
町
荒
町
の
戸
松
市
郎
兵
衛
の
子

と
し
て
生
ま
れ
る
。
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇

四
）
に
浄
国
寺
よ
り
蓮
華
寺
へ
転
住
し
、
大
正
六

年
（
一
九
一
七
）
に
退
隠
し
た
後
、
十
二
年
に
羽

前
舩
渡
村
の
洞
泉
寺
へ
転
住
し
た
。
大
正
十
四
年

四
月
、
洞
泉
寺
よ
り
再
度
蓮
華
寺
へ
転
住
し
て
い

る
。
昭
和
十
七
年
四
月
一
日
に
七
十
九
歳
で
示
寂

し
た
。

と
み
ざ
わ‒

ぎ
ち
ょ
う　

富
沢
義
暢

明
治
十
六
年（
一
八
八
三
）－

昭
和
三
十
八
年

（
一
九
六
三
）

福
島
県
石
川
郡
繁
松
院
。
明
治
十
六
年
七
月
二
日
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に
福
島
県
相
馬
郡
中
村
町
に
生
ま
れ
る
。
本
師
は

宮
井
一
邦
。
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
繁

松
院
住
職
に
就
き
、
宗
務
所
弁
務
、
教
区
長
、
級

階
査
定
地
方
委
員
、
宗
務
所
会
議
員
、
錬
成
大
会

参
務
、
宗
務
所
副
所
長
な
ど
を
務
め
る
。
町
選
挙

粛
正
委
員
、
町
振
興
会
委
員
、
司
法
保
護
委
員
、

同
会
常
務
委
員
、
町
常
会
委
員
、
学
務
委
員
、
民

生
委
員
、
青
少
年
補
導
会
副
会
長
、
防
犯
協
会
会

長
、
公
安
委
員
長
、
成
人
保
護
観
察
所
常
務
委

員
、
司
法
保
護
司
、
成
人
司
法
保
護
司
協
議
会
会

長
な
ど
を
務
め
る
。
昭
和
三
十
八
年
五
月
五
日
に

八
十
一
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』）

と
み
ざ
わ‒

り
ゅ
う
ど
う　

富
沢
隆
道

明
治
十
一
年（
一
八
七
八
）－
昭
和
四
十
一
年

（
一
九
六
六
）

鴨
川
市
宝
壽
院
十
六
世
、
館
山
市
龍
淵
寺
二
十
二

世
、
南
房
総
市
天
徳
寺
十
八
世
。
号
は
興
覚
。
千

葉
県
安
房
郡
三
芳
村
御
庄
に
生
ま
れ
る
。
曹
洞
宗

大
学
林
を
卒
業
し
、
教
区
長
な
ど
を
務
め
た
。
昭

和
四
十
一
年
九
月
九
日
に
八
十
八
歳
で
示
寂
し

た
。

と
み
た‒

じ
つ
さ
ん　

富
田
実
参

　

－

明
治
四
十
五
年（
一
九
一
二
）

唐
津
市
恵
日
寺
三
十
五
世
、
唐
津
市
長
得
寺
十
六

世
。
号
は
活
堂
。
受
業
師
、
本
師
は
洞
水
活
山
。

佐
賀
第
四
宗
務
所
所
長
、
道
元
禅
師
六
百
五
十
回

大
遠
忌
の
時
、
永
平
寺
に
維
那
と
し
て
随
喜
し
て

お
り
、
恵
日
寺
を
再
建
し
た
。
明
治
四
十
五
年
二

月
十
九
日
に
五
十
九
歳
で
示
寂
し
た
。

と
み
た‒

し
ょ
う
が
い　

富
田
象
外

　

－

大
正
二
年（
一
九
一
三
）

熊
本
市
大
慈
寺
八
十
九
世
、
熊
本
市
静
安
寺
十
二

世
、
熊
本
市
鷲
林
寺
二
十
五
世
。
号
は
典
策
。
頽

廃
せ
る
大
慈
寺
の
財
務
を
整
理
し
、
山
門
の
再
建

と
境
内
の
耕
地
整
理
を
行
い
、
同
寺
の
財
務
を
鞏

固
な
ら
し
め
た
。
大
正
二
年
一
月
十
日
に
八
十
一

歳
で
示
寂
し
た
。（『
肥
後
名
僧
伝
』『
東
禅
寺
と

現
住
藤
岡
恵
泉
師
』）

と
み
な
が‒

せ
き
り
ゅ
う　

富
永
石
龍

万
延
元
年（
一
八
六
〇
）－

昭
和
二
十
一
年

（
一
九
四
六
）

山
口
県
熊
毛
郡
龍
泉
寺
二
十
世
、
山
口
県
熊
毛
郡

大
泉
寺
、
柳
井
市
湘
江
庵
。
号
は
起
雲
。
万
延
元

年
に
山
口
県
熊
毛
郡
室
積
町
の
富
永
新
三
の
三
男

に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
は
巨
海
玄
龍
、
本
師
は
大

雄
金
山
。
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
阿
川
断

泥
に
参
随
し
た
。
十
二
年
に
山
口
県
曹
洞
宗
専
門

支
校
に
掛
籍
し
、
十
四
年
に
東
京
曹
洞
宗
専
門
本

校
に
入
学
、
十
七
年
に
卒
業
し
た
。
十
八
年
に
永

平
寺
で
転
衣
し
、
三
十
五
年
夏
に
法
幢
を
建
て
、

四
十
一
年
春
に
龍
泉
寺
を
董
し
た
。
十
九
年
に
山

口
県
曹
洞
宗
専
門
支
校
教
師
と
し
て
教
鞭
を
執

り
、
布
教
部
委
員
長
も
務
め
て
布
教
伝
道
に
尽
し

た
。
昭
和
二
十
一
年
二
月
十
九
日
に
八
十
七
歳
で

示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
名
鑑
』）

と
み
な
が‒

た
い
ほ
う　

富
永
大
芳

天
保
三
年（
一
八
三
二
）－

大
正
三
年（
一
九

一
四
）

福
津
市
祥
雲
寺
二
十
六
世
、
福
岡
県
糟
屋
郡
竜
興

寺
十
二
世
、
福
岡
市
金
狻
寺
十
二
世
。
号
は
桶

道
。
天
保
三
年
一
月
二
日
に
福
岡
県
企
救
郡
藤
崎

村
の
高
野
種
吉
の
長
男
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、

本
師
は
祐
国
。
大
正
三
年
十
二
月
十
六
日
に
八
十

三
歳
で
示
寂
し
た
。
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と
み
な
が‒

ど
う
ゆ
う　

富
永
道
雄

明
治
四
十
三
年（
一
九
一
〇
）－

昭
和
六
十
三

年（
一
九
八
八
）

薩
摩
川
内
市
福
昌
寺
七
十
三
世
。
号
は
無
覚
。
明

治
四
十
三
年
十
一
月
十
一
日
に
鹿
児
島
県
川
内
市

の
宝
亀
観
道
の
四
男
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本

師
は
大
光
観
道
、
沢
木
興
道
に
参
随
し
て
い
る
。

駒
澤
大
学
を
卒
業
し
總
持
寺
僧
堂
に
安
居
。
鹿
児

島
県
宗
務
所
長
に
な
り
、
川
内
市
市
議
会
議
員
を

務
め
る
。
昭
和
六
十
三
年
五
月
十
四
日
に
七
十
七

歳
で
示
寂
し
た
。（「
傘
松
」
第
五
三
八
号
）

と
み
や
ま‒

ぜ
ん
ぽ
う　

富
山
全
鳳

天
保
十
二
年（
一
八
四
一
）－
大
正
四
年（
一

九
一
五
）

東
京
都
永
見
寺
二
十
六
世
、
東
京
都
玉
泉
寺
二
十

二
世
、
東
京
都
長
竜
寺
二
十
世
、
東
京
都
慈
光
院

二
十
六
世
。
号
は
富ふ

山ざ
ん

。
三
河
で
生
ま
れ
る
。
本

師
は
葛
西
泰
眠
。
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
曹

洞
宗
宗
会
特
選
議
員
に
任
ぜ
ら
れ
、
三
年
頃
に
は

東
京
府
曹
洞
宗
第
四
宗
務
所
長
に
就
く
。
弟
子
の

富
山
祖
英
は
『
正
法
眼
蔵
啓
迪
』
の
筆
録
者
で
あ

る
。
大
正
四
年
十
一
月
二
十
六
日
に
七
十
四
歳
で

示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
名
鑑
』『
永
見
寺
法
類
規

則
及
名
簿
』）

と
み
や
ま‒

そ
え
い　

富
山
祖
英

明
治
七
年（
一
八
七
四
）－

昭
和
四
年（
一
九

二
九
）

東
京
都
永
見
寺
二
十
八
世
、
桐
生
市
鳳
仙
寺
二
十

九
世
、
東
京
都
慈
光
院
二
十
八
世
、
東
京
都
玉
宗

寺
二
十
三
世
。
号
は
俊
峯
。
明
治
七
年
五
月
十
五

日
に
生
ま
れ
る
。
本
師
は
富
山
全
鳳
。
西
有
穆
山

に
参
学
し
、
浄
土
宗
の
勤
息
義
成
、
大
鹿
愍
成
に

唯
識
を
参
学
す
る
。
筆
記
録
に
『
正
法
眼
蔵
啓

迪
』『
坐
禅
用
心
記
啓
迪
』『
永
平
家
訓
私
記
』
な

ど
が
あ
り
、『
正
法
眼
蔵
啓
迪
』
は
法
嗣
の
榑
林

皓
堂
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
昭
和
四
年
二
月
五
日

に
五
十
四
歳
で
示
寂
し
た
。（『
正
法
眼
蔵
啓
迪
』

序
文
、『
永
見
寺
法
類
規
則
及
名
簿
』）

と
や
ま‒

り
ゅ
う
せ
い　

外
山
柳
性

明
治
十
二
年（
一
八
七
九
）－

昭
和
三
十
八
年

（
一
九
六
三
）

愛
知
県
知
多
郡
心
月
斎
二
十
三
世
。
号
は
恵
学
。

明
治
十
二
年
四
月
二
十
八
日
に
名
古
屋
市
南
桑
名

町
に
生
ま
れ
る
。
本
師
は
外
山
養
鄰
。
早
稲
田
大

学
英
語
科
を
卒
業
し
、
宗
務
所
管
内
布
教
部
委
員

長
、
宗
務
所
長
、
教
区
長
な
ど
を
務
め
、
昭
和
九

年
（
一
九
三
四
）
に
宗
会
議
員
に
特
選
さ
れ
、
十

三
年
に
公
選
さ
れ
る
。
十
五
年
に
宗
制
度
調
査
会

委
員
、
十
九
年
に
永
平
寺
慶
弔
会
副
総
監
、
二
十

一
年
愛
知
高
等
尼
学
林
顧
問
、
二
十
二
年
永
平
寺

大
遠
忌
営
繕
部
長
、
二
十
四
年
永
平
寺
顧
問
、
高

祖
大
師
大
遠
忌
社
会
教
化
運
動
本
部
参
与
を
務

め
、
そ
の
他
に
県
仏
教
会
知
多
支
会
社
会
教
化

員
、
町
経
済
更
生
委
員
会
委
員
、
知
多
仏
教
会
理

事
、
仏
教
聯
合
会
愛
知
支
部
理
事
長
、
町
青
年

団
々
長
、
県
社
会
教
育
委
員
、
仏
教
大
博
覧
会
相

談
役
な
ど
も
務
め
た
。
昭
和
三
十
八
年
四
月
二
十

五
日
に
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』『
洞

門
龍
象
要
覧
』）

と
よ
お
か‒

り
ょ
う
し
ん　

豊
岡
良
振

文
久
元
年（
一
八
六
一
）－

大
正
十
五
年（
一

九
二
六
）

印
西
市
迎
福
寺
二
十
二
世
、
印
西
市
円
蔵
寺
二
十

三
世
。
号
は
宏
学
。
文
久
元
年
七
月
十
三
日
に
千

葉
県
印
旛
郡
木
埜
村
笠
神
の
岩
井
徳
平
の
長
男
に
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生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
豊
岡
良
瑞
。
曹
洞

宗
専
門
支
校
を
経
て
、
曹
洞
宗
大
学
を
卒
業
し
、

曹
洞
宗
宗
務
院
主
事
、
千
葉
県
第
二
宗
務
所
長
、

公
選
議
員
、
地
方
布
教
部
委
員
長
を
務
め
、
明
治

四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
よ
り
六
合
村
の
各
宗
寺

院
と
と
も
に
慈
善
会
を
組
織
し
、
貧
民
救
助
、
孝

子
節
婦
の
表
彰
、
不
就
学
児
童
の
保
護
、
地
方
布

教
伝
道
の
改
善
な
ど
を
実
行
し
た
。
大
正
十
五
年

九
月
十
三
日
に
六
十
六
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞

宗
名
鑑
』『
現
代
仏
教
家
人
名
辞
典
』）

と
よ
く
に‒

ぎ
こ
う　

豊
国
義
孝

慶
応
元
年（
一
八
六
五
）－

昭
和
二
十
九
年

（
一
九
五
四
）

前
橋
市
長
善
寺
二
十
六
世
。
号
は
覚
堂
。
慶
応
元

年
二
月
二
十
五
日
に
群
馬
県
多
野
郡
下
日
野
の
興

春
寺
住
職
田
川
義
水
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。

受
業
師
、
本
師
は
豊
国
洞
伝
。
明
治
十
九
年
（
一

八
八
六
）
に
県
知
事
の
認
可
を
得
て
寺
内
に
済
美

塾
を
開
き
、
二
十
一
年
に
は
東
京
の
仏
教
布
教
師

講
習
で
大
内
青
巒
を
知
り
、
大
内
主
宰
の
「
江
湖

新
聞
」
記
者
に
な
る
。
二
十
九
年
に
は
「
上
州
新

聞
」
の
記
者
と
な
り
、
三
十
八
年
に
は
「
上
野

日
々
新
聞
」
の
主
筆
と
な
る
。
大
正
二
年
（
一
九

一
三
）「
上
毛
郷
土
史
研
究
会
」
を
創
立
し
主
宰

す
る
。
五
年
、「
上
毛
及
上
毛
人
」
を
発
行
し
、

昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
は
「
上
毛
百
人

一
首
」
な
ど
を
出
版
す
る
。
二
十
五
年
に
第
一
回

岡
崎
文
化
賞
を
受
賞
す
る
。
二
十
九
年
二
月
四
日

に
世
寿
八
十
九
歳
で
示
寂
し
た
。

と
よ
し
ま‒

し
ゅ
ん
が
く　

豊
島
俊
学

嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
）－

昭
和
四
年（
一
九

二
九
）

五
泉
市
願
成
寺
二
十
五
世
、
五
泉
市
安
養
寺
二
十

五
世
。
号
は
佛
山
。
嘉
永
三
年
八
月
三
日
に
新
潟

県
五
泉
市
羽
下
の
豊
島
安
平
の
長
男
に
生
ま
れ

る
。
受
業
師
、
本
師
は
亀
山
秀
桓
。
曹
洞
宗
大
学

林
を
卒
業
し
、
豊
川
市
の
妙
厳
寺
に
安
居
す
る
。

宗
務
所
長
を
務
め
る
な
ど
徒
弟
十
七
人
を
養
成
し

た
。
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
は
願
成
寺
の

堂
宇
が
焼
失
し
た
た
め
、
昭
和
三
年
に
再
建
し
、

四
年
九
月
十
三
日
に
七
十
八
歳
で
示
寂
し
た
。

と
よ
た‒

み
ょ
う
か
ん　

豊
田
明
貫

安
政
三
年（
一
八
五
六
）－

昭
和
十
三
年（
一

九
三
八
）

徳
島
県
勝
浦
郡
黒
松
寺
七
世
、
徳
島
市
丈
六
寺
二

十
八
世
。
号
は
洞
玄
。
安
政
三
年
四
月
二
日
に
阿

波
国
勝
浦
郡
福
原
村
の
天
児
映
の
三
男
と
し
て
生

ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
洞
貫
玄
道
。
明
治
六

年
（
一
八
七
三
）
に
東
都
合
併
教
院
に
修
学
し
、

九
年
に
駒
込
吉
祥
寺
越
後
寮
に
掛
錫
。
十
五
年
に

専
門
本
校
に
入
学
し
、
卒
業
す
る
。
二
十
九
年
、

『
続
洞
上
聯
灯
録
』
編
纂
材
料
収
集
委
員
に
任
命

さ
れ
、
徳
島
県
宗
務
所
長
、
免
因
保
護
聯
合
会
評

議
員
を
務
め
、
そ
の
他
、
阿
波
国
養
老
院
を
丈
六

寺
に
創
設
し
、
阿
波
仏
教
救
誓
会
長
も
務
め
て
い

る
。
昭
和
十
三
年
五
月
三
日
に
八
十
三
歳
で
示
寂

し
た
。（『
曹
洞
宗
名
鑑
』『
現
代
仏
教
家
人
名
辞

典
』「
黒
松
寺
歴
住
世
代
記
」）

と
よ
だ‒

ほ
う
じ
ゅ
ん　

豊
田
法
順

明
治
三
十
年（
一
八
九
七
）－

昭
和
四
十
八
年

（
一
九
七
三
）

山
形
市
耕
竜
寺
三
十
世
、
ハ
ワ
イ
禅
宗
寺
五
世
、

つ
が
る
市
全
龍
寺
二
十
一
世
。
号
は
祖
庭
。
明
治

三
十
年
九
月
六
日
に
青
森
県
西
津
軽
郡
木
造
町
大

字
蓮
川
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
義
学
文
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悟
。
曹
洞
宗
大
学
林
を
卒
業
し
管
内
布
教
師
、
横

浜
市
西
有
専
修
学
林
教
授
、
大
正
十
五
年
（
一
九

二
六
）
に
は
米
ハ
ワ
イ
布
教
師
、
カ
ワ
イ
島
禅
宗

寺
を
興
し
、
日
本
学
校
を
経
営
す
る
。
昭
和
十
二

年
（
一
九
三
七
）
七
月
に
帰
国
し
栴
檀
中
学
教

授
、
十
八
年
四
月
よ
り
山
形
県
嘱
託
と
し
て
地
方

青
年
団
や
婦
人
会
、
そ
の
他
の
各
種
団
体
の
指
導

啓
発
に
努
め
た
。
昭
和
四
十
八
年
三
月
十
八
日
に

示
寂
し
た
。（『
洞
門
龍
象
要
覧
』）

と
り
う
み‒

ぜ
し
ょ
う　

鳥
海
是
祥

安
政
二
年（
一
八
五
五
）－

大
正
十
年（
一
九

二
一
）

角
田
市
長
泉
寺
三
十
九
世
、
一
関
市
安
昌
寺
二
十

二
世
。
号
は
法
觀
。
安
政
二
年
に
仙
台
藩
士
遠
藤

玄
眠
の
子
と
し
て
仙
台
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、

本
師
は
鳥
海
道
悟
。
宮
城
県
第
三
宗
務
所
長
、
地

方
布
教
部
委
員
な
ど
に
就
任
し
宗
風
の
顕
揚
や
改

善
に
努
め
た
。
大
正
十
年
十
月
五
日
に
六
十
七
歳

で
示
寂
し
た
。（『
現
代
仏
教
家
人
名
辞
典
』）

と
り
う
み‒

ど
う
ご　

鳥
海
道
悟

天
保
六
年（
一
八
三
五
）－

明
治
二
十
七
年

（
一
八
九
四
）

角
田
市
長
泉
寺
三
十
八
世
、
一
関
市
安
昌
寺
二
十

二
世
、
一
関
市
龍
門
寺
十
五
世
。
号
は
黙
庵
。
陸

中
下
折
壁
村
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
は
玄
珠
、
本

師
は
旭
指
悦
伝
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
万

松
寺
の
洞
霊
に
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
は

顕
聖
寺
の
禹
功
に
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に

は
天
徳
院
の
奕
堂
に
参
随
し
た
。
五
年
に
駒
込
栴

檀
林
に
入
る
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
は
本

堂
の
再
建
に
取
り
組
み
、
十
五
年
に
完
成
し
た
。

二
十
四
年
に
は
本
堂
向
拝
の
建
造
に
着
手
し
て
お

り
、
学
徳
兼
備
の
人
と
い
わ
れ
た
。
明
治
二
十
七

年
七
月
三
十
日
に
六
十
歳
で
示
寂
し
た
。（「
長
泉

寺
中
興　
　

三
十
八
世
黙
庵
道
悟
大
和
尚
壱
百
回
忌
報
恩
法
要

栞
」）

わ

わ
か
つ
き‒

し
ゅ
う
ど
う　

若
槻
修
道

明
治
四
十
年（
一
九
〇
七
）－

平
成
十
一
年

（
一
九
九
九
）

安
来
市
萬
松
院
十
四
世
。
号
は
活
禅
。
明
治
四
十

年
二
月
二
十
六
日
に
島
根
県
能
義
郡
飯
梨
村
に
生

ま
れ
る
。
本
師
は
若
槻
歴
道
。
昭
和
九
年
（
一
九

三
四
）
駒
澤
大
学
仏
教
学
科
を
卒
業
し
、
曹
洞
宗

研
究
生
修
了
。
宗
議
会
議
員
、
飯
梨
村
村
長
、
島

根
県
会
議
員
、
島
根
県
共
同
募
金
会
会
長
、
島
根

県
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
、
全
国
社
会
福
祉
協
議

会
会
長
、
島
根
県
児
童
福
祉
審
議
会
委
員
長
、
仏

教
年
鑑
編
集
長
、
家
庭
道
振
興
会
主
事
、
教
育
民

生
部
委
員
長
な
ど
を
務
め
る
。
著
書
に
『
大
乗
経

典
の
概
説
』『
支
那
高
僧
伝
』『
阿
毘
達
磨
六
足
論

の
翻
訳
』
が
あ
る
。
平
成
十
一
年
十
月
十
一
日
に

九
十
三
歳
で
示
寂
し
た
。（『
日
本
名
刹
名
僧
録
』）

わ
か
つ
き‒

り
ゅ
う
で
ん　

若
槻
隆
田

明
治
元
年（
一
八
六
八
）－

昭
和
二
十
八
年

（
一
九
五
三
）

兵
庫
県
美
囊
郡
高
沢
寺
二
十
八
世
。
号
は
心
耕
。

明
治
元
年
三
月
二
十
日
に
長
野
県
上
水
内
郡
安
茂

里
村
大
字
小
芝
見
の
村
田
要
右
衛
の
三
男
と
し
て

生
ま
れ
た
。
受
業
師
は
櫻
井
隆
光
、
本
師
は
岸
本

大
能
。
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
八
月
よ
り
總

持
寺
に
安
居
し
、
十
七
年
八
月
か
ら
富
山
県
専
門
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支
校
に
掛
籍
し
て
卒
業
、
三
十
一
年
よ
り
哲
学
館

大
学
の
仏
教
専
修
科
及
び
漢
学
専
修
科
を
兼
修
し

卒
業
し
た
。
布
教
師
と
し
て
管
内
布
教
に
従
事

し
、
吉
祥
講
、
仏
慈
講
、
仏
教
青
年
会
、
仏
教
婦

人
会
な
ど
を
設
立
し
て
組
長
及
び
布
教
部
委
員
、

郡
内
各
宗
協
会
評
議
員
を
務
め
た
。
昭
和
二
十
八

年
六
月
二
十
八
日
に
八
十
八
歳
で
示
寂
し
た
。

（『
曹
洞
宗
名
鑑
』）

わ
か
ば
や
し‒

け
ん
り
ょ
う　

若
林
憲
良

明
治
三
十
九
年（
一
九
〇
六
）－

平
成
九
年

（
一
九
九
七
）

太
田
市
長
運
寺
二
十
三
世
、
埼
玉
県
秩
父
郡
長
慶

寺
。
明
治
三
十
九
年
五
月
二
十
三
日
に
埼
玉
県
比

企
郡
高
坂
村
岩
殿
の
若
林
照
慶
の
四
男
と
し
て
生

ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
若
守
義
孝
。
大
正
十

三
年
（
一
九
二
四
）
三
月
に
埼
玉
県
立
熊
谷
中
学

校
を
卒
業
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
三
月
に
駒

澤
大
学
文
学
部
東
洋
学
科
を
卒
業
し
、
七
年
四
月

か
ら
十
二
年
三
月
ま
で
曹
洞
宗
宗
務
庁
に
勤
務
、

二
十
三
年
四
月
に
は
太
田
東
保
育
園
を
創
設
し
て

園
長
に
就
任
、
三
十
年
十
二
月
に
は
な
か
よ
し
幼

稚
園
を
創
設
し
、
園
長
に
就
任
し
た
。
曹
洞
宗
群

馬
県
宗
務
所
長
、
保
護
司
、
民
生
委
員
、
児
童
委

員
、
調
停
委
員
、
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
、
群
馬
県

保
護
司
会
副
会
長
、
太
田
保
護
区
保
護
司
会
長
な

ど
を
歴
任
し
た
。
五
十
七
年
五
月
三
日
に
太
田
市

功
労
者
表
彰
を
受
け
た
。
平
成
九
年
六
月
一
日
に

世
寿
九
十
一
歳
で
示
寂
し
た
。

わ
か
ば
や
し‒

ぜ
ん
こ
う　

若
林
禅
光

文
政
六
年（
一
八
二
三
）－

明
治
三
十
五
年

（
一
九
〇
二
）

富
山
市
大
川
寺
三
十
一
世
、
富
山
市
青
龍
寺
。
号

は
日
山
。
文
政
六
年
四
月
三
日
に
富
山
県
上
新
川

郡
大
山
町
田
畠
の
金
森
市
兵
衛
の
長
男
に
生
ま
れ

る
。
受
業
師
は
悟
庵
大
見
、
本
師
は
天
外
白
龍
。

明
治
二
十
五
年
四
月
十
日
に
世
寿
七
十
歳
で
示
寂

し
た
。

わ
か
ぶ‒

こ
く
え
い　

若
生
国
栄

慶
応
元
年（
一
八
六
五
）－

昭
和
十
八
年（
一

九
四
三
）

南
丹
市
最
福
寺
、
宝
塚
市
楊
林
寺
、
丹
波
市
円
通

寺
四
十
三
世
、
桜
川
市
伝
正
寺
、
三
田
市
友
松

寺
。
号
は
形
山
。
慶
応
元
年
に
摂
津
国
川
辺
郡
富

松
村
の
西
村
六
輔
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
受
業

師
、
本
師
は
鷹
尾
国
𠀋
。
明
治
八
年
（
一
八
七

五
）
に
池
田
市
大
広
寺
の
在
田
彦
竜
の
随
意
会
に

安
居
、
十
年
か
ら
漢
籍
を
山
田
竜
斎
に
学
び
、
十

四
年
心
月
院
の
芦
浦
黙
応
に
随
っ
て
学
ぶ
。
加
古

川
曹
洞
宗
専
門
支
校
を
卒
業
し
、
曹
洞
宗
大
学
林

を
卒
業
。
漢
学
を
三
島
中
洲
に
学
ぶ
。
二
十
年
島

根
県
支
校
教
師
、
二
十
二
年
京
都
支
校
教
師
、
東

京
錦
城
中
学
校
講
師
、
高
等
中
学
林
教
授
、
二
十

九
年
台
湾
軍
隊
慰
問
使
兼
従
軍
布
教
使
、
三
十
五

年
曹
洞
宗
宗
務
院
主
事
を
歴
任
、
軍
人
布
教
師
と

し
て
布
教
に
励
み
、
韓
国
布
教
総
監
を
務
め
た
。

三
十
九
年
曹
洞
宗
准
師
家
に
認
可
さ
れ
、
円
通
寺

に
晋
山
開
堂
し
て
雲
衲
接
化
に
励
ん
だ
。
四
十
五

年
氷
上
郡
各
宗
協
和
会
長
に
就
任
。
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
永
平
寺
監
院
に
任
命
さ
れ
、
五
年

の
永
平
寺
慶
弔
会
式
に
お
い
て
は
布
教
部
総
轄
を

務
め
た
。
著
作
は
『
寒
山
詩
講
義
』『
禅
関
策
進

講
義
』『
仏
説
父
母
恩
重
経
講
話
』『
禅
学
正
門
単

刀
直
入
』
な
ど
が
あ
り
、
昭
和
十
八
年
七
月
二
十

六
日
に
七
十
九
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
名

鑑
』『
丹
波
人
物
志
』）
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わ
か
も
り‒

ぎ
こ
う　

若
守
義
孝

明
治
九
年（
一
八
七
六
）－

昭
和
三
十
五
年

（
一
九
六
〇
）

熊
谷
市
集
福
寺
二
十
六
世
、
東
京
都
見
性
寺
二
十

六
世
、
太
田
市
恵
林
寺
三
十
一
世
。
号
は
大
典
。

明
治
九
年
十
月
二
十
一
日
に
埼
玉
県
大
里
郡
岡
部

村
の
若
守
孝
嶽
の
長
男
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、

本
師
は
林
石
峰
。
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）、

東
京
帝
国
大
学
の
文
科
大
学
哲
学
科
を
卒
業
、
三

十
九
年
、
曹
洞
宗
第
四
中
学
林
主
任
教
諭
、
同
宗

教
師
検
定
委
員
を
務
め
、
四
十
四
年
八
月
よ
り
大

正
三
年
（
一
九
一
四
）
二
月
ま
で
ド
イ
ツ
へ
留
学

（
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
・
ベ
ル
リ
ン
大
学
・
イ
エ
ナ

大
学
で
哲
学
を
修
め
る
）、
帰
朝
後
、
曹
洞
宗
大

学
講
師
、
十
四
年
、
駒
澤
大
学
教
授
、
十
七
年
に

は
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
と
な
る
。
大
正
九
年
八
月

十
七
日
に
埼
玉
県
曹
洞
宗
第
七
宗
務
所
管
内
布
教

師
、
十
五
年
四
月
一
日
、
埼
玉
県
曹
洞
宗
務
所
管

内
布
教
師
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
授
戒

会
、
二
十
七
年
四
月
、
永
平
寺
高
祖
七
百
回
大
遠

忌
臨
時
後
堂
、
二
十
八
年
に
は
参
禅
道
場
師
家
に

任
ぜ
ら
れ
た
。
昭
和
三
十
五
年
一
月
二
十
六
日
に

世
寿
八
十
五
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
名
鑑
』

『
現
代
仏
教
家
人
名
辞
典
』『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』）

わ
か
も
り‒

ぎ
ほ
う　

若
守
義
峰

明
治
十
六
年（
一
八
八
三
）－
昭
和
四
十
年

（
一
九
六
五
）

深
谷
市
正
明
寺
二
十
二
世
。
号
は
大
恵
。
明
治
十

六
年
十
月
一
日
に
埼
玉
県
大
里
郡
岡
部
町
岡
部
の

若
守
孝
嶽
の
二
男
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
は
中
川

絶
方
、
本
師
は
若
守
孝
嶽
。
明
治
三
十
年
（
一
八

九
七
）
か
ら
三
十
一
年
ま
で
東
京
青
松
寺
に
安

居
、
三
十
四
年
に
は
群
馬
県
富
岡
中
学
校
を
卒

業
。
愛
知
県
香
積
寺
僧
堂
、
新
潟
県
大
栄
寺
僧
堂

に
安
居
し
た
。
昭
和
九
年
に
農
繁
期
季
節
保
育
所

を
開
設
し
私
財
を
投
じ
て
青
少
年
団
を
結
成
し
て

指
導
し
た
こ
と
に
よ
り
大
里
郡
教
育
会
よ
り
表
彰

さ
れ
、
二
十
四
年
か
ら
三
十
八
年
ま
で
埼
玉
県
第

一
宗
務
所
第
十
九
教
区
長
、
所
会
議
員
、
監
査
委

員
を
務
め
、
司
法
保
護
司
、
岡
部
町
立
岡
部
小
学

校
初
代
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
を
務
め
た
。
昭
和
四
十
年
四

月
三
日
に
八
十
二
歳
で
示
寂
し
た
。（『
洞
門
龍
象

要
覧
』）

わ
か
や
ま‒

う
ん
ぽ
う　

若
山
運
法

明
治
三
十
九
年（
一
九
〇
六
）－

平
成
三
年

（
一
九
九
一
）

浜
松
市
玖
延
寺
二
十
一
世
、
掛
川
市
世
楽
院
三
十

二
世
。
号
は
呼
山
。
明
治
三
十
九
年
一
月
十
五
日

に
愛
知
県
海
部
郡
富
田
村
千
音
寺
の
若
山
市
松
の

二
男
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
は
阿
蔵
寛
宗
、
本
師

は
阿
蔵
秀
寅
。
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
曹
洞

宗
第
三
中
学
林
を
卒
業
し
、
七
年
に
駒
澤
大
学
文

学
部
東
洋
科
を
卒
業
、
同
年
よ
り
十
一
年
ま
で
總

持
寺
に
安
居
し
た
。
曹
洞
宗
宗
務
院
書
記
、
宗
議

会
議
員
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
社
会
部
長
、
同
財
政
部

長
、
級
階
査
定
委
員
、
曹
洞
宗
会
館
査
定
委
員
、

總
持
寺
顧
問
、
審
事
院
長
、
總
持
寺
財
政
審
議

会
々
長
、
静
岡
県
仏
教
会
々
長
な
ど
を
務
め
た
。

ま
た
、
天
竜
市
教
育
委
員
長
、
市
文
化
協
会
長
、

市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
長
、
人
権
擁
護
委

員
、
二
俣
町
教
育
委
員
長
、
總
持
寺
学
園
監
事
、

藤
枝
学
園
理
事
な
ど
も
務
め
て
い
る
。
平
成
三
年

十
一
月
三
日
に
八
十
五
歳
で
示
寂
し
た
。（『
洞
門

龍
象
要
覧
』『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』）
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わ
し
お‒

ぜ
ん
が
く　

鷲
尾
禅
岳

　

－

明
治
三
十
三
年（
一
九
〇
〇
）

福
岡
市
金
龍
寺
三
十
二
世
、
宗
像
市
秀
圓
寺
十
二

世
。
号
は
宗
亨
。
本
師
は
朝
雲
得
龍
。
明
治
三
十

三
年
一
月
十
一
日
に
示
寂
し
た
。

わ
じ
ま‒

た
い
じ
ゅ
ん　

和
島
泰
順

明
治
十
二
年（
一
八
七
九
）－

昭
和
十
六
年

（
一
九
四
一
）

鶴
岡
市
長
徳
寺
三
十
九
世
。
号
は
普
門
。
明
治
十

二
年
九
月
四
日
に
生
ま
れ
、
受
業
師
、
本
師
は
観

戒
泰
音
。
吉
峰
寺
の
田
中
仏
心
に
参
随
し
、
方
面

委
員
と
し
て
社
会
事
業
に
貢
献
し
た
。
昭
和
十
六

年
五
月
十
四
日
に
六
十
二
歳
で
示
寂
し
て
い
る
。

わ
だ‒

じ
お
ん　

和
田
慈
穏

弘
化
三
年（
一
八
四
六
）－

大
正
八
年（
一
九

一
九
）

大
田
市
正
寿
寺
四
世
、
門
真
市
黄
梅
寺
十
六
世
、

丹
波
市
瑞
光
寺
、
関
市
龍
泰
寺
四
十
七
世
。
号
は

仏
国
。
弘
化
三
年
五
月
二
十
八
日
に
関
市
下
有
知

村
に
生
ま
れ
る
。
本
師
は
仏
乗
慈
僊
。
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
八
月
二
十
八
日
に
剃
髪
受
具
し
、

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
笠
神
村
の
大
禅
寺
の

結
制
で
首
座
を
務
め
、
三
年
正
月
三
十
一
日
に
仏

乗
慈
僊
の
室
に
入
っ
て
嗣
法
し
た
。
正
寿
寺
、
黄

梅
寺
、
瑞
光
寺
を
経
て
三
十
九
年
一
月
十
二
日
に

龍
泰
寺
住
持
と
な
り
、
同
年
四
月
五
日
に
晋
山
開

堂
を
行
っ
た
。
龍
泰
寺
専
門
僧
堂
を
開
単
し
、
多

く
の
龍
象
が
輩
出
し
た
。
大
正
二
年
（
一
九
一

三
）
に
は
龍
泰
寺
を
退
院
し
た
が
、
そ
の
後
も
師

家
と
し
て
大
衆
の
指
導
に
当
っ
た
。
八
年
十
二
月

二
十
六
日
に
世
寿
七
十
四
歳
で
示
寂
し
た
。（『
美

濃
国
禅
雲
山
龍
泰
寺
史
』）

わ
た
な
べ‒

え
つ
う
ん　

渡
辺
越
雲

明
治
三
十
年（
一
八
九
七
）－

昭
和
三
十
九
年

（
一
九
六
四
）

横
浜
市
貴
雲
寺
二
十
六
世
。
明
治
三
十
年
五
月
二

日
に
横
浜
市
港
北
区
岸
根
町
に
生
ま
れ
る
。
本
師

は
高
橋
越
学
。
宗
務
所
所
会
議
員
、
教
区
長
、
官

内
布
教
師
を
務
め
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員
、
赤

十
字
奉
仕
団
岸
根
町
団
長
、
防
犯
協
力
会
岸
根
地

区
会
長
、
市
防
火
協
会
岸
根
町
会
長
な
ど
も
務
め

て
い
る
。
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
十
日
に
六
十
七

歳
で
示
寂
し
た
。（『
洞
門
龍
象
要
覧
』）

わ
た
な
べ‒

え
り
ん　

渡
辺
慧
麟

慶
応
二
年（
一
八
六
六
）－

昭
和
三
年（
一
九

二
八
）

山
形
県
最
上
郡
清
林
寺
二
十
八
世
、
尾
花
沢
市
薬

師
寺
十
九
世
。
号
は
仁
翁
。
慶
応
二
年
四
月
二
十

日
に
山
形
県
朝
日
町
送
橋
の
渡
辺
家
の
二
男
に
生

ま
れ
る
。
受
業
師
は
斉
藤
祖
亮
、
本
師
は
後
藤
文

道
。
吉
岡
信
行
、
西
有
穆
山
に
参
随
し
て
い
る
。

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
八
月
に
山
形
県
第
一

号
専
門
支
校
に
入
学
し
、
十
九
年
五
月
に
同
校
を

卒
業
、
昭
和
三
年
十
月
十
六
日
に
六
十
三
歳
で
示

寂
し
た
。

わ
た
な
べ‒

か
く
う
ん　

渡
辺
鶴
雲

明
治
八
年（
一
八
七
五
）－

昭
和
二
十
二
年

（
一
九
四
七
）

下
関
市
高
林
寺
十
七
世
、
京
都
市
智
福
院
。
号
は

閑
外
。
明
治
八
年
九
月
十
五
日
に
大
分
県
宇
佐
郡

四
日
市
町
の
渡
辺
武
右
エ
門
の
三
男
に
生
ま
れ

る
。
受
業
師
、
本
師
は
溪
巌
雪
橋
。
明
治
二
十
五

年
（
一
八
九
二
）
か
ら
二
十
八
年
ま
で
長
野
県
大

沢
寺
に
安
居
、
二
十
九
年
か
ら
三
十
二
年
ま
で
堺

市
紅
谷
庵
に
安
居
、
三
十
六
年
七
月
に
は
曹
洞
宗
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大
学
林
第
一
部
第
一
学
年
を
修
業
し
た
。
自
坊
に

日
曜
仏
教
講
話
を
開
始
し
、
雑
誌
「
法
の
都
」
を

発
行
す
る
こ
と
六
年
、
宗
門
宣
揚
に
努
め
た
。
そ

の
他
、
曹
洞
宗
議
会
議
員
、
管
内
布
教
師
も
務
め

て
い
る
。
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
十
日
に
七
十
三

歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
名
鑑
』『
現
代
仏
教

家
人
名
辞
典
』『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』）

わ
た
な
べ‒

が
せ
ん　

渡
辺
畫
仙

明
治
六
年（
一
八
七
三
）－

昭
和
二
十
年（
一

九
四
五
）

飯
山
市
常
福
寺
、
長
野
県
上
高
井
郡
岩
松
院
二
十

六
世
。
号
は
大
芳
、
雅
号
は
如
是
。
明
治
六
年
四

月
二
十
日
に
長
野
県
下
水
内
郡
太
田
村
小
境
の
阿

部
弥
吉
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
本
師
は
天
龍

畫
橋
。
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
七
月
十
日

曹
洞
宗
大
学
林
に
入
学
、
三
十
年
七
月
二
十
八
日

に
卒
業
。
總
持
寺
、
永
平
寺
に
安
居
、
二
十
八
年

よ
り
茨
城
県
第
二
十
七
中
学
林
に
て
教
鞭
を
執

り
、
三
十
二
年
よ
り
三
十
四
年
ま
で
長
野
県
第
五

中
学
林
教
授
及
び
監
督
を
務
め
た
。
三
十
三
年
に

長
野
県
尼
僧
学
林
を
創
設
し
、
林
長
を
十
年
間
務

め
た
。
ま
た
両
本
山
布
教
師
、
宗
議
会
議
員
と
し

て
活
躍
し
た
。
著
書
に
『
曹
洞
宗
檀
信
徒
禮
佛
誦

経
集
並
安
心
起
行
鈔
』
が
あ
り
、『
曹
洞
宗
安
心

問
題
論
纂
』
に
お
い
て
、
論
説
の
「
宗
体
の
宗
用

を
論
ず
」
と
他
二
篇
で
安
心
問
題
の
見
解
を
述
べ

て
い
る
。
昭
和
二
十
年
三
月
二
十
二
日
に
七
十
二

歳
で
示
寂
し
た
。（『
現
代
仏
教
家
人
名
辞
典
』

『
仏
教
年
鑑
』
昭
和
六
年
版
『
宗
教
年
鑑
』
昭
和

十
四
年
版
）

わ
た
な
べ‒

げ
っ
し
ょ
う　

渡
辺
月
正

明
治
四
十
二
年（
一
九
〇
九
）－

昭
和
五
十
九

年（
一
九
八
四
）

愛
西
市
一
心
寺
十
七
世
、
愛
西
市
正
泉
寺
二
十
三

世
。
号
は
六
窓
。
明
治
四
十
二
年
九
月
八
日
に
神

奈
川
県
横
須
賀
市
若
松
町
に
生
ま
れ
る
。
受
業

師
、
本
師
は
渡
辺
亮
雲
。
昭
和
八
年
（
一
九
三

三
）
に
駒
澤
大
学
文
学
部
仏
教
学
科
を
卒
業
、
善

篤
寺
僧
堂
、
覚
王
山
僧
堂
、
永
平
寺
僧
堂
に
安
居

し
、
二
十
一
年
か
ら
二
十
四
年
ま
で
覚
王
山
日
暹

寺
僧
堂
講
師
を
務
め
る
。
二
十
九
年
か
ら
三
十
八

年
ま
で
管
内
布
教
師
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
四
十
四
年

に
は
愛
知
県
第
一
宗
務
所
の
教
化
主
事
を
務
め
、

四
十
五
年
に
永
平
寺
名
古
屋
別
院
の
単
頭
を
経
て

後
堂
を
務
め
た
。
宗
外
に
お
い
て
は
仏
教
会
会

長
、
民
生
委
員
、
村
社
会
福
祉
協
議
会
理
事
、
保

護
司
、
村
子
供
会
協
議
会
長
、
青
少
年
補
導
員
な

ど
を
務
め
て
お
り
、
ま
た
、
新
聞
な
ど
の
宗
教
欄

に
長
期
に
わ
た
っ
て
執
筆
し
た
。
示
寂
後
に
永
平

寺
名
古
屋
別
院
よ
り
「
贈
別
院
監
院
」
号
を
贈
ら

れ
た
。
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
九
日
に
七
十
五
歳

で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』『
八
開
村

史
』
通
史
編
）

わ
た
な
べ‒

け
ん
が
い　

渡
部
賢
外

明
治
二
十
年（
一
八
八
七
）－

昭
和
二
十
六
年

（
一
九
五
一
）

北
海
道
空
知
郡
祥
雲
寺
四
世
、
佐
渡
市
高
安
寺
十

九
世
。
号
は
教
熙
、
湘
山
。
明
治
二
十
年
二
月
五

日
に
新
潟
県
佐
渡
郡
河
原
田
本
町
の
中
堀
立
省
の

二
男
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
佐
久
間
全

量
。
伊
藤
弥
太
、
有
田
法
宗
に
参
随
す
る
。
明
治

三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
兵
庫
県
の
円
通
寺
認
司

僧
堂
に
安
居
、
原
宣
明
に
つ
い
て
漢
籍
及
び
宗
乗

を
学
ん
だ
。
三
十
九
年
三
月
よ
り
永
平
寺
に
安
居

し
、
四
十
二
年
に
は
、
本
山
の
命
に
よ
り
北
海
道

開
教
の
任
に
当
り
、
四
十
四
年
に
説
教
所
公
設
を
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許
可
さ
れ
る
。
石
狩
上
川
、
天
塩
上
川
の
二
郡
合

同
仏
教
伝
道
会
布
教
員
、
多
寄
仏
教
団
の
理
事
、

風
速
尋
常
高
等
小
学
校
少
年
団
評
議
員
、
名
寄
町

料
理
屋
組
合
矯
風
会
嘱
託
講
師
な
ど
に
就
任
し
、

社
会
公
共
事
業
に
従
事
し
て
功
労
が
多
い
。
昭
和

十
一
年
（
一
九
三
六
）
五
月
に
祥
雲
寺
先
住
（
三

世
）
が
転
出
し
た
後
、
寺
号
公
称
に
努
め
、
二
十

一
年
七
月
に
認
可
を
得
た
。
渡
辺
玄
宗
禅
師
を
拝

請
し
て
總
持
寺
の
直
末
と
な
り
、
二
十
三
年
退
董

し
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日
に
示
寂
し
た
。（『
曹

洞
宗
名
鑑
』『
曹
洞
宗
北
海
道
寺
院
誌
』）

わ
た
な
べ‒

げ
ん
し
ゅ
う　

渡
辺
玄
宗

明
治
二
年（
一
八
六
九
）－
昭
和
三
十
八
年

（
一
九
六
三
）

富
山
市
報
恩
寺
、
富
山
市
光
厳
寺
、
金
沢
市
大
乗

寺
、
總
持
寺
独
住
十
七
世
。
明
治
二
年
十
月
二
十

五
日
に
新
潟
県
三
島
郡
日
吉
村
に
生
ま
れ
る
。
受

業
師
、
本
師
は
渡
辺
俊
竜
。
東
京
哲
学
館
仏
教
専

修
科
を
卒
業
し
、
そ
の
後
比
叡
山
に
て
天
台
学
を

研
修
。
永
平
寺
、
可
睡
斎
な
ど
に
安
居
、
明
治
四

十
年
（
一
九
〇
七
）
三
月
よ
り
四
十
五
年
七
月
ま

で
鎌
倉
の
臨
済
宗
の
円
覚
寺
僧
堂
に
安
居
し
た
。

三
十
五
年
報
恩
寺
に
首
先
住
職
、
大
正
元
年
（
一

九
一
二
）
に
光
厳
寺
住
職
、
昭
和
二
年
（
一
九
二

七
）
に
大
乗
寺
住
職
と
な
り
、
同
年
か
ら
翌
三
年

ま
で
永
平
寺
副
監
院
、
四
年
七
月
ま
で
永
平
寺
後

堂
、
十
七
四
月
よ
り
宗
機
審
議
会
委
員
、
師
家
、

第
四
専
門
僧
堂
長
、
十
八
年
四
月
に
總
持
寺
西

堂
、
十
九
年
二
月
に
總
持
寺
貫
首
と
な
る
。
二
十

五
年
に
懸
案
で
あ
っ
た
師
家
養
成
機
関
を
開
設
し

七
十
余
名
を
実
参
さ
せ
た
。
三
十
二
年
に
總
持
寺

祖
院
に
隠
棲
し
、
三
十
八
年
十
二
月
九
日
に
九
十

五
歳
で
示
寂
し
た
。（『
玄
宗
禅
師
を
偲
び
て

「
無
」』『
渡
辺
玄
宗
禅
師
記
録
覚
』）

わ
た
な
べ‒

こ
く
え
い　

渡
部
国
永

明
治
十
八
年（
一
八
八
五
）－

昭
和
三
十
四
年

（
一
九
五
九
）

鶴
岡
市
万
福
寺
十
五
世
、
鶴
岡
市
大
儀
院
。
号
は

介
守
。
明
治
十
八
年
二
月
二
十
五
日
に
山
形
県
東

田
川
郡
朝
日
村
の
渡
部
国
珠
の
長
男
と
し
て
生
ま

れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
渡
部
国
珠
、
渉
谷
元
恵

に
参
随
す
る
。
東
洋
大
学
倫
理
東
洋
文
学
科
を
卒

業
し
、
小
樽
市
竜
徳
寺
会
計
係
、
宗
務
所
弁
務
、

樺
太
開
教
監
督
部
書
記
、
小
樽
豊
川
妙
厳
寺

枳

尼
尊
天
分
霊
所
建
設
、
荘
内
仏
教
慈
済
会
評
議

員
、
教
区
長
、
山
形
県
仏
教
会
支
部
長
、
布
教
委

員
な
ど
を
務
め
た
。
そ
の
他
、
山
形
県
教
化
連
盟

委
員
、
方
面
委
員
、
民
生
委
員
、
常
務
委
員
、
山

形
県
少
年
教
護
委
員
、
司
法
保
護
委
員
、
保
護
司

な
ど
も
務
め
た
。
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）

に
は
多
年
犯
罪
予
防
尽
瘁
の
功
績
に
よ
っ
て
感
謝

状
を
受
け
て
お
り
、
三
十
四
年
七
月
九
日
に
七
十

五
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』）

わ
た
な
べ‒

じ
つ
ゆ
う　

渡
辺
実
雄

天
保
十
三
年（
一
八
四
二
）－

明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
）

長
久
手
市
前
能
寺
、
岐
阜
県
不
破
郡
禅
幢
寺
、
堺

市
紅
谷
庵
三
世
。
号
は
大
安
。
天
保
十
三
年
三
月

十
五
日
に
周
防
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
は
実
音
、

本
師
は
頑
応
俊
童
。
白
鳥
鼎
三
に
十
四
年
間
、
久

我
環
溪
に
十
五
年
間
参
随
し
た
。
慶
応
三
年
（
一

八
六
七
）
に
尾
張
国
の
法
持
寺
の
鼎
三
下
で
立
職

し
、
翌
年
一
月
に
は
岐
阜
県
禅
幢
寺
の
頑
応
俊
童

の
法
を
嗣
い
だ
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
總

持
寺
で
瑞
世
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
永
平
寺
の
後

堂
を
務
め
、
二
十
九
年
に
は
特
命
監
院
に
就
い
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た
。
三
十
年
九
月
に
全
国
寺
院
へ
「
宗
祖
承
陽
大

師
六
百
五
十
回
忌
勧
化
簿
」
を
出
し
て
大
遠
忌
の

準
備
に
尽
力
し
た
。
明
治
三
十
七
年
十
一
月
十
八

日
に
世
寿
六
十
四
歳
で
示
寂
し
た
。（「
菩
提
樹
」

第
二
十
三
号
、「
傘
松
」
第
四
九
六
号
）

わ
た
な
べ‒

し
ゃ
く
き
ょ
う　

渡
辺
石
橋

明
治
十
七
年（
一
八
八
四
）－

昭
和
四
十
一
年

（
一
九
六
六
）

高
崎
市
仁
叟
寺
二
十
九
世
、
高
崎
市
龍
源
寺
二
十

五
世
。
号
は
雲
巌
。
明
治
十
七
年
十
月
二
十
二
日

に
群
馬
県
多
野
郡
万
場
町
に
生
ま
れ
る
。
本
師
は

渡
辺
海
雲
。
世
田
ヶ
谷
中
学
校
を
卒
業
、
雙
林
寺

専
門
僧
堂
に
安
居
す
る
。
後
に
宗
務
所
級
階
査
定

会
委
員
、
宗
務
所
長
、
教
区
長
、
教
区
指
導
員
、

宗
会
議
員
を
務
め
、
そ
の
他
、
日
野
村
小
学
校
、

多
胡
小
学
校
の
教
師
を
務
め
、
多
野
郡
各
宗
協
会

理
事
、
庶
務
保
護
主
任
、
同
副
会
長
、
会
長
、
司

法
保
護
委
員
長
、
全
日
本
司
法
保
護
連
盟
評
議

員
、
司
法
保
護
常
務
委
員
、
少
年
教
護
委
員
、
仏

教
連
合
会
支
部
理
事
、
同
常
務
理
事
、
県
融
和
会

顧
問
、
多
野
郡
教
員
会
評
議
員
、
方
面
委
員
、
裁

判
調
停
委
員
、
民
生
委
員
顧
問
な
ど
も
務
め
た
。

昭
和
四
十
一
年
二
月
三
日
に
八
十
三
歳
で
示
寂
し

た
。（『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』）

わ
た
な
べ‒

じ
ゃ
く
た
ん　

渡
辺
寂
潭

　

－

明
治
三
十
九
年（
一
九
〇
六
）

氷
見
市
延
暦
寺
十
七
世
、
氷
見
市
観
音
寺
開
山
。

号
は
卍
龍
。
本
師
は
仰
山
泰
栄
。
富
山
県
尼
僧
学

林
の
創
設
者
で
總
持
寺
副
監
院
を
務
め
た
。
明
治

三
十
九
年
五
月
十
五
日
に
示
寂
し
た
。（「
明
教
新

誌
」
第
一
六
八
四
号
）

わ
た
な
べ‒

し
ゅ
う
こ
う　

渡
辺
周
孔

　

－

明
治
三
十
年（
一
八
九
七
）

田
原
市
伝
法
寺
二
十
二
世
。
号
は
丘
鳳
。
愛
知
県

渥
美
郡
田
原
町
萱
町
の
渡
辺
長
五
郎
の
子
に
生
ま

れ
る
。
明
治
三
十
年
十
一
月
二
十
三
日
に
七
十
七

歳
で
示
寂
し
た
。

わ
た
な
べ‒

し
ゅ
う
み
ょ
う　

渡
辺
秀
苗

　

－

昭
和
十
四
年（
一
九
三
九
）

長
野
県
下
高
井
郡
泉
龍
寺
二
十
世
。
号
は
全
性
。

長
野
県
飯
山
市
山
岸
比
賀
野
家
に
生
ま
れ
る
。
本

師
は
一
角
童
麟
。
曹
洞
宗
大
学
を
卒
業
し
帰
山
後

に
は
泉
龍
寺
の
本
堂
庫
裡
、
衆
寮
を
再
建
し
た
。

昭
和
十
四
年
四
月
三
日
に
六
十
七
歳
で
示
寂
し

た
。

わ
た
な
べ‒

し
ゅ
ん
り
ゅ
う　

渡
辺
俊
龍

天
保
三
年（
一
八
三
二
）－

明
治
三
十
七
年

（
一
九
〇
四
）

富
山
市
光
厳
寺
四
十
一
世
、
長
野
県
下
高
井
郡
泉

龍
寺
十
八
世
、
長
野
県
下
高
井
郡
宝
勝
寺
。
号
は

月
潭
。
天
保
三
年
十
一
月
二
十
六
日
に
上
野
国
多

胡
郡
小
暮
村
の
渡
辺
寅
松
の
二
男
に
生
ま
れ
る
。

受
業
師
、
本
師
は
興
山
画
龍
。
弘
化
二
年
（
一
八

四
五
）
宝
積
寺
道
錦
の
常
恒
会
に
安
居
し
、
嘉
永

三
年
に
吉
祥
寺
に
安
居
し
、
無
学
愚
禅
に
参
随
。

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
五
月
、
長
野
県
曹
洞
宗

務
支
局
教
導
副
取
締
、
十
二
月
に
長
野
中
教
院
視

察
出
仕
、
八
年
、
東
京
神
道
諸
宗
大
教
院
録
事
見

習
出
仕
、
九
年
六
月
長
野
県
第
一
号
曹
洞
宗
専
門

支
校
教
師
、
十
七
年
説
教
講
習
員
、
十
八
年
十
二

月
長
野
県
第
一
号
曹
洞
宗
務
支
局
管
理
者
教
導
取

締
、
二
十
四
年
四
月
よ
り
曹
洞
宗
議
会
議
員
、
二

十
五
年
三
月
よ
り
長
野
県
第
一
号
曹
洞
宗
録
所
長

を
務
め
た
。
三
十
七
年
九
月
五
日
に
七
十
三
歳
で
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示
寂
し
た
。（『
水
月
音
容
』『
洞
門
現
時
二
十
五
哲
』）

わ
た
な
べ‒

し
ん
り
ゅ
う　

渡
辺
眞
龍

明
治
三
十
九
年（
一
九
〇
六
）－

平
成
七
年

（
一
九
九
五
）

東
京
都
宗
清
寺
二
十
九
世
。
号
は
大
淵
。
明
治
三

十
九
年
九
月
十
七
日
に
生
ま
れ
た
。
駒
澤
大
学
文

学
部
仏
教
学
科
を
卒
業
し
、
宗
務
院
書
記
、
同
教

学
部
主
事
を
務
め
、
世
田
谷
中
学
に
就
職
し
高
等

学
校
学
監
に
就
く
。
平
成
七
年
五
月
十
二
日
に
八

十
八
歳
で
示
寂
し
た
。（『
洞
門
龍
象
要
覧
』）

わ
た
な
べ‒

せ
い
が
ん　

渡
部
清
巖

明
治
三
年（
一
八
七
〇
）－
昭
和
三
十
六
年

（
一
九
六
一
）

出
雲
市
神
光
寺
三
十
六
世
、
出
雲
市
文
珠
院
、
出

雲
市
薬
師
寺
。
号
は
天
庵
。
明
治
三
年
二
月
二
十

五
日
に
島
根
県
仁
多
郡
横
田
町
八
川
の
藤
原
家
に

生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
渡
部
露
庵
。
明
治

二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
曹
洞
宗
専
門
支
校
を

卒
業
し
、
二
十
三
年
に
曹
洞
宗
高
等
中
学
林
に
入

学
、
そ
の
後
大
学
林
に
学
ん
だ
。
東
京
都
の
長
谷

寺
に
安
居
し
、
二
十
六
年
に
文
珠
院
住
職
と
な

る
。
三
十
年
、
島
根
県
簸
川
郡
荒
木
村
小
学
校
訓

導
、
三
十
三
年
八
月
東
京
各
宗
協
立
慈
育
小
学
校

長
に
招
聘
さ
れ
、
三
十
五
年
に
薬
師
寺
に
住
職

し
、
三
十
九
年
に
神
光
寺
三
十
六
世
と
な
っ
た
。

四
十
年
よ
り
育
児
感
化
事
業
で
あ
る
松
江
家
庭
学

院
杵
築
の
支
部
長
と
な
っ
て
以
来
、
宗
務
所
長
、

布
教
部
委
員
長
な
ど
も
務
め
て
い
る
。
昭
和
三
十

六
年
一
月
二
十
八
日
に
九
十
二
歳
で
示
寂
し
た
。

（『
曹
洞
宗
名
鑑
』「
不
老
」
第
十
七
号
）

わ
た
な
べ‒

ぜ
し
ょ
う　

渡
辺
是
笑

慶
応
元
年（
一
八
六
五
）－

昭
和
二
十
年（
一

九
四
五
）

新
潟
県
南
蒲
原
郡
東
龍
寺
二
十
世
、
五
泉
市
正
音

寺
十
九
世
、
新
発
田
市
禅
定
寺
二
十
四
世
。
号
は

黙
拳
。
慶
応
元
年
九
月
二
十
日
に
新
潟
県
中
蒲
原

郡
亀
田
町
の
渡
辺
家
に
生
ま
れ
た
。
受
業
師
、
本

師
は
溝
口
大
善
。
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）、

溝
口
大
善
の
常
恒
会
に
て
立
職
し
、
十
七
年
に
溝

口
大
善
の
室
に
入
っ
て
嗣
法
、
二
十
二
年
に
曹
洞

宗
大
学
林
を
卒
業
し
、
二
十
三
年
に
正
音
寺
に
お

い
て
結
制
初
会
、
そ
の
後
、
禅
定
寺
住
職
を
経

て
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
東
龍
寺
に
住

職
す
る
。
同
年
、
總
持
寺
貫
首
新
井
石
禅
を
戒
師

に
拝
請
し
て
報
恩
授
戒
会
を
務
め
る
。
昭
和
二
十

年
四
月
二
十
五
日
に
世
寿
八
十
歳
で
示
寂
し
た
。

（「
東
龍
寺
寺
報
」
第
六
号
）

わ
た
な
べ‒

せ
っ
こ
う　

渡
部
説
康

大
正
十
一
年（
一
九
二
二
）－

平
成
十
年（
一

九
九
八
）

出
雲
市
神
光
寺
三
十
七
世
。
大
正
十
一
年
八
月
三

十
一
日
に
島
根
県
簸
川
郡
大
社
町
に
生
ま
れ
た
。

本
師
は
渡
部
清
巌
、
駒
澤
大
学
文
学
部
東
洋
学
科

を
卒
業
し
て
大
洞
院
僧
堂
に
安
居
。
布
教
教
化
審

議
会
委
員
、
級
階
査
定
委
員
、
島
根
県
第
二
宗
務

所
管
内
布
教
師
、
雲
国
両
山
会
顧
問
、
宗
議
会
議

員
な
ど
を
務
め
た
。
そ
の
他
、
大
社
町
仏
教
会
々

長
、
保
護
司
、
大
社
町
史
編
纂
協
力
委
員
、
大
社

町
社
会
福
祉
協
議
会
評
議
員
な
ど
も
務
め
て
い

る
。
平
成
十
年
八
月
十
二
日
に
七
十
五
歳
で
示
寂

し
た
。（『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』「
宗
報
」
第
七
五

七
号
「
傘
松
」
第
六
六
〇
号
）

わ
た
な
べ‒

ぜ
ん
か
い　

渡
辺
禅
戒

　

－

明
治
二
十
八
年（
一
八
九
五
）
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東
松
山
市
萬
松
寺
二
十
世
、
山
梨
市
信
盛
院
。
号

は
慧
薀
。
神
奈
川
県
高
座
郡
松
林
字
赤
羽
に
生
ま

れ
る
。
末
派
総
代
委
員
と
し
て
宗
門
の
政
務
、
事

務
に
尽
力
さ
れ
た
。
明
治
二
十
八
年
十
月
四
日
に

世
寿
五
十
一
歳
で
示
寂
し
た
。（『
洞
上
高
僧
月

旦
』）

わ
た
な
べ‒

そ
が
く　

渡
辺
祖
嶽

　

－

明
治
四
十
四
年（
一
九
一
一
）

豊
田
市
永
沢
寺
三
十
世
。
号
は
任
宗
。
尾
張
国
名

古
屋
大
津
町
の
渡
辺
教
治
の
子
と
し
て
生
ま
れ

る
。
本
師
は
大
棟
任
梁
。
明
治
八
年
（
一
八
七

五
）
七
月
二
十
三
日
に
永
沢
寺
の
住
職
と
な
り
、

十
八
年
に
本
堂
な
ど
の
再
建
に
着
手
し
、
四
十
四

年
十
月
六
日
に
示
寂
し
た
。（「
能
本
山
上
申
書
」）

わ
た
な
べ‒

た
い
げ
ん　

渡
辺
太
源

安
政
五
年（
一
八
五
八
）－

明
治
二
十
六
年

（
一
八
九
三
）

加
古
川
市
万
福
寺
十
三
世
。
号
は
本
光
。
安
政
五

年
三
月
十
一
日
に
兵
庫
県
加
古
川
市
志
方
町
東
町

の
竹
中
弥
左
衛
門
の
二
男
に
生
ま
れ
る
。
受
業

師
、
本
師
は
渡
辺
大
疑
。
明
治
五
年
（
一
八
七

二
）
よ
り
十
五
年
迄
慈
眼
寺
僧
堂
に
安
居
、
明
治

二
十
六
年
旧
三
月
二
日
に
三
十
五
歳
で
示
寂
し

た
。

わ
た
な
べ‒

た
い
じ
ょ
う　

渡
辺
泰
城

弘
化
三
年（
一
八
四
六
）－

明
治
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
）

日
進
市
薬
師
寺
、
日
進
市
龍
谷
寺
、
小
牧
市
正
眼

寺
四
十
三
世
。
号
は
瑞
巌
。
弘
化
三
年
七
月
十
五

日
に
愛
知
県
の
渡
辺
秋
綱
の
子
と
し
て
生
ま
れ

る
。
受
業
師
は
千
忠
、
本
師
は
千
峰
。
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
夏
、
見
性
寺
玄
峰
の
下
に
安
居
、

同
年
八
月
、
精
明
寺
の
良
儀
の
下
に
安
居
す
る
。

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
冬
、
龍
谷
寺
の
良
傳
下

に
安
居
、
四
年
五
月
に
總
持
寺
で
転
衣
、
二
十
五

年
二
月
、
在
田
彦
龍
と
と
も
に
曹
洞
宗
よ
り
總
持

寺
の
独
立
と
末
派
分
割
を
總
持
寺
に
建
言
す
る
。

そ
の
後
、
安
達
達
淳
と
と
も
に
曹
洞
宗
革
新
会
の

顧
問
と
な
る
。
能
山
分
離
を
計
り
、
二
十
六
年
十

二
月
に
正
眼
寺
住
職
を
罷
免
さ
れ
た
が
、
二
十
七

年
十
二
月
三
十
一
日
に
は
宗
内
紛
争
が
終
結
し
、

罷
免
は
解
か
れ
た
。
明
治
四
十
二
年
九
月
七
日
に

示
寂
し
て
い
る
。（『
洞
門
現
時
二
十
五
哲
』）

わ
た
な
べ‒

た
ん
ざ
ん　

渡
辺
丹
山

明
治
二
十
四
年（
一
八
九
一
）－

昭
和
十
七
年

（
一
九
四
二
）

新
潟
県
岩
船
郡
雲
泉
寺
二
十
六
世
。
号
は
月
峰
。

明
治
二
十
四
年
十
二
月
十
日
に
新
潟
県
中
蒲
原
郡

越
岡
村
字
大
迎
の
後
藤
長
吉
の
長
男
と
し
て
生
ま

れ
る
。
そ
の
後
、
中
蒲
原
郡
大
江
山
村
字
大
淵
の

渡
辺
良
太
郎
の
養
子
と
な
る
。
本
師
は
土
屋
貫

道
。
大
栄
寺
専
門
僧
堂
に
安
居
し
た
。
昭
和
十
七

年
十
二
月
十
日
に
五
十
三
歳
で
示
寂
し
た
。

わ
た
な
べ‒

ば
い
ゆ
う　

渡
辺
楳
雄

明
治
二
十
六
年（
一
八
九
三
）－

昭
和
五
十
三

年（
一
九
七
八
）

江
津
市
福
応
寺
二
十
三
世
。
明
治
二
十
六
年
二
月

九
日
に
島
根
県
邑
智
郡
市
山
村
大
字
江
尾
の
渡
辺

辨
龍
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師

は
渡
辺
辨
龍
。
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）、
東

京
帝
国
大
学
大
学
院
の
印
度
哲
学
科
を
修
了
し
、

駒
澤
大
学
教
授
、
東
洋
大
学
教
授
、
立
正
大
学
教

授
、
南
方
派
遣
司
政
官
、
文
部
省
嘱
託
文
部
省
事

務
官
、
鶴
見
女
子
大
学
学
長
、
總
持
学
園
長
を
務

め
る
。
同
年
十
月
、
東
洋
大
学
教
授
、
十
三
年
曹
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洞
宗
大
学
講
師
、
十
四
年
よ
り
昭
和
十
七
年
ま
で

駒
澤
大
学
教
授
。
十
五
年
四
月
よ
り
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
三
月
ま
で
、
宗
命
に
よ
り
印
度
哲

学
研
究
の
た
め
欧
州
留
学
、
二
十
四
年
六
月
よ
り

三
十
一
年
ま
で
文
部
事
務
官
の
「
宗
務
担
当
」
を

務
め
た
。
三
十
一
年
十
二
月
に
日
本
大
学
教
授
、

三
十
二
年
四
月
に
は
千
葉
大
学
講
師
、
三
十
六
年

四
月
よ
り
三
十
八
年
九
月
ま
で
日
本
大
学
大
学
院

教
授
、
四
十
三
年
四
月
よ
り
四
十
四
年
三
月
ま
で

北
日
本
学
院
大
学
教
授
、
副
学
長
、
四
十
四
年
四

月
よ
り
五
十
一
年
十
月
ま
で
總
持
学
園
長
、
鶴
見

女
子
大
学
長
、
同
短
期
大
学
長
、
同
高
等
学
校
校

長
、
同
中
学
校
長
、
三
松
幼
稚
園
長
な
ど
を
務
め

た
。
常
済
大
師
六
百
五
十
回
大
遠
忌
中
に
は
臨
時

西
堂
を
務
め
、
五
十
三
年
四
月
に
は
總
持
寺
西
堂

と
な
り
、
總
持
学
園
名
誉
学
園
長
と
な
っ
た
。
著

作
は
『
佛
陀
教
説
の
外
従
』『
雑
阿
含
経
、
雑
尼

柯
耶
の
研
究
』『
佛
陀
の
教
説
』『
小
乗
佛
教
』

『
根
本
佛
教
の
精
神
』『
有
部
阿
毘
達
磨
論
の
研

究
』『
法
華
経
を
中
心
と
し
て
の
大
乗
経
典
の
研

究
』『
お
釈
迦
様
と
そ
の
み
教
え
』『
あ
る
老
佛
教

学
究
の
記
録
』『
東
南
ア
ジ
ア
の
民
族
と
宗
教
お

ぼ
え
帳
』『
上
代
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
』
な
ど
が

あ
り
、
五
十
三
年
四
月
十
八
日
に
八
十
五
歳
で
示

寂
し
た
。（『
洞
門
龍
象
要
覧
』「
跳
龍
」
第
三
五

九
号
、『
大
亀
山
福
応
寺
史
』）

わ
た
な
べ‒

は
く
ぜ
ん　

渡
辺
白
禅

天
保
二
年（
一
八
三
一
）－

明
治
二
十
五
年

（
一
八
九
二
）

江
津
市
福
応
寺
二
十
世
、
江
津
市
日
笠
寺
十
一

世
。
号
は
無
得
。
天
保
二
年
五
月
三
日
に
島
根
県

邑
智
郡
谷
住
郷
村
の
本
原
忠
三
郎
の
二
男
に
生
ま

れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
禅
峯
良
門
。
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
三
月
よ
り
安
政
三
年
（
一
八
五

六
）
ま
で
敦
賀
の
永
建
寺
に
安
居
し
、
甘
雨
為
霖

に
随
身
す
る
。
権
少
講
義
、
江
尾
小
学
校
教
員
、

宗
務
副
取
締
な
ど
を
務
め
た
。
明
治
二
十
五
年
二

月
六
日
に
六
十
二
歳
で
示
寂
し
た
。（『
桜
江
町

史
』『
大
亀
山
福
応
寺
史
』）

わ
た
な
べ‒

ひ
ゃ
く
じ
ゅ
ん　

渡
辺
百
淳

　

－

昭
和
六
年（
一
九
三
一
）

大
田
市
円
光
寺
二
十
六
世
、
大
田
市
瑞
巌
寺
十
八

世
。
号
は
古
道
。
島
根
県
那
賀
郡
江
津
の
髙
嶋
家

に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
は
滴
水
百
流
、
本
師
は
百

衲
玄
秀
。
円
光
寺
の
本
堂
を
建
立
し
再
中
興
と
な

り
、
總
持
寺
再
建
本
部
に
勤
務
し
た
。
昭
和
六
年

一
月
二
十
二
日
に
五
十
九
歳
で
示
寂
し
た
。

わ
た
な
べ‒

ふ
ざ
ん　

渡
辺
斧
山

　

－

明
治
三
十
年（
一
八
九
七
）

丹
波
市
興
禅
寺
十
一
世
、
丹
波
市
普
蔵
寺
十
六

世
、
丹
波
市
（
春
日
町
）
観
音
寺
、
丹
波
市
（
青

垣
町
）
観
音
寺
。
号
は
響
應
。
兵
庫
県
多
可
郡
鳥

間
村
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二
十
九
（
三
十
）
年
十

月
六
日
に
六
十
四
歳
で
示
寂
し
た
。

わ
た
な
べ‒

べ
ん
し
ゅ
う　

渡
辺
辨
宗

明
治
五
年（
一
八
七
二
）－

昭
和
二
十
年（
一

九
四
五
）

彦
根
市
長
松
院
二
十
五
世
、
奈
良
県
吉
野
郡
運
川

寺
、
松
阪
市
桑
源
寺
、
八
王
子
市
永
昌
院
。
号
は

大
應
。
明
治
五
年
三
月
十
五
日
に
福
井
県
永
平
寺

町
に
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
石
川
素
童
。

昭
和
二
十
年
一
月
十
三
日
に
示
寂
し
た
。

わ
た
な
べ‒

り
ょ
う
う
ん　

渡
辺
亮
雲

慶
応
三
年（
一
八
六
七
）－

昭
和
十
二
年（
一
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九
三
七
）

小
田
原
市
福
厳
寺
、
小
田
原
市
香
林
寺
、
愛
西
市

一
心
寺
十
六
世
、
町
田
市
大
泉
寺
三
十
七
世
。
号

は
大
景
、
赤
水
道
人
と
も
称
し
た
。
慶
応
三
年
に

愛
知
県
八
開
村
鵜
多
須
の
横
井
家
の
三
男
と
し
て

生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
渡
辺
悦
雲
。
永
平

寺
に
安
居
す
る
。
福
厳
寺
に
初
住
し
た
後
、
香
林

寺
へ
移
る
。
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
十
二

月
五
日
に
大
泉
寺
へ
転
住
、
そ
の
後
、
一
心
寺
に

転
住
し
た
。
昭
和
十
二
年
十
二
月
二
十
九
（
三

十
）
日
に
七
十
二
歳
で
示
寂
し
た
。（『
現
代
仏
教

家
人
名
辞
典
』）

わ
た
な
べ‒

り
ょ
う
こ
う　

渡
辺
良
光

明
治
十
七
年（
一
八
八
四
）－
昭
和
四
十
年

（
一
九
六
五
）

小
牧
市
長
林
寺
十
世
。
号
は
看
山
。
明
治
十
七
年

八
月
六
日
に
海
部
郡
佐
織
村
に
生
ま
れ
る
。
第
三

中
学
林
副
学
監
、
宗
務
院
書
記
、
宗
務
院
人
事
部

長
秘
書
兼
任
、
宗
務
所
賛
事
、
宗
務
所
長
、
教
区

長
、
代
表
教
区
長
、
曹
洞
宗
総
動
員
道
府
県
錬
成

大
会
総
務
を
務
め
る
。
そ
の
他
に
方
面
委
員
を
務

め
、
西
春
日
井
郡
仏
教
会
長
、
戦
完
遂
軍
人
援
護

調
査
委
員
、
金
銭
債
務
調
停
委
員
、
司
法
保
護
委

員
、
借
地
借
家
小
作
商
事
金
銭
債
務
臨
時
鉱
害
民

事
特
別
調
停
委
員
、
児
童
福
祉
審
議
会
委
員
な
ど

を
務
め
た
。
昭
和
四
十
年
六
月
二
十
四
日
に
八
十

二
歳
で
示
寂
し
た
。（『
曹
洞
宗
現
勢
要
覧
』）

わ
た
な
べ‒

れ
い
じ
ゅ
ん　

渡
辺
霊
潤

　

－
明
治
三
十
七
年（
一
九
〇
四
）

福
井
県
大
飯
郡
海
元
寺
二
十
七
世
、
小
浜
市
妙
徳

寺
三
十
一
世
、
福
井
県
大
飯
郡
仏
燈
寺
三
世
。
号

は
法
霖
。
福
井
県
三
方
郡
三
方
町
世
久
見
の
渡
辺

市
左
エ
門
の
子
に
生
ま
れ
る
。
明
治
三
十
七
年
一

月
二
日
に
示
寂
し
た
。（『
面
山
和
尚
法
孫
系
譜

門
人
考
』）

わ
た
ら
い‒
げ
ん
こ
う　

渡
会
元
孝

　

－

昭
和
三
年（
一
九
二
八
）

函
館
市
高
岸
寺
二
世
、
酒
田
市
光
岩
寺
。
号
は
戒

雲
。
山
形
県
酒
田
市
に
生
ま
れ
る
。
昭
和
三
年
十

月
八
日
に
四
十
二
歳
で
示
寂
し
た
。

わ
た
ら
い‒

じ
ょ
う
こ
う　

渡
会
定
孝

嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
）－

明
治
三
十
二
年

（
一
八
九
九
）

福
島
県
田
村
郡
太
桂
寺
、
酒
田
市
光
岩
寺
三
十

世
、
鶴
岡
市
石
門
院
七
世
、
鶴
岡
市
宝
円
寺
十
一

世
、
鶴
岡
市
太
春
院
二
十
九
世
、
函
館
市
大
竜
寺

二
世
、
函
館
市
高
岸
寺
、
鶴
岡
市
福
寿
寺
十
八

世
、
鶴
岡
市
少
林
院
十
二
世
。
号
は
全
提
。
嘉
永

三
年
五
月
六
日
に
鶴
岡
町
の
渡
会
佐
忠
の
三
男
と

し
て
生
ま
れ
る
。
受
業
師
、
本
師
は
渡
会
卍
定
。

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
よ
り
瑞
龍
寺
の
織
田
雪

巌
、
天
徳
院
の
諸
嶽
奕
堂
、
祇
陀
寺
の
絶
三
、
大

乗
寺
の
田
中
佛
心
ら
に
参
随
。
二
年
夏
、
卍
定
の

会
に
て
立
身
、
四
年
六
月
二
十
八
日
に
嗣
法
す

る
。
八
月
、
太
桂
寺
に
首
先
住
職
し
、
十
一
月
一

日
、
永
平
寺
に
て
転
衣
、
十
一
月
二
十
五
日
に
参

内
し
て
御
綸
旨
を
拝
受
す
る
。
明
治
二
年
（
一
八

六
九
）
一
月
、
東
京
の
栴
檀
林
に
入
学
し
、
翌

春
、
師
命
に
よ
っ
て
鶴
岡
へ
帰
り
、
四
年
四
月
、

石
門
院
に
転
住
し
た
。
五
年
十
一
月
十
五
日
、
宝

円
寺
に
転
じ
、
七
年
十
一
月
四
日
に
太
春
院
に
転

住
、
八
年
十
月
八
日
、
光
岩
寺
に
転
じ
て
、
経

蔵
、
庫
裡
な
ど
を
再
建
す
る
。
十
五
年
七
月
、
再

び
志
を
発
し
て
東
京
の
大
学
林
で
学
び
、
十
九
年

二
月
に
は
函
館
の
椴
法
華
村
の
新
地
に
一
宇
を
建
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立
し
、
恵
雲
山
大
竜
寺
と
公
称
し
た
。
尻
岸
内
村

に
も
新
寺
を
建
立
し
、
東
雲
山
高
岸
寺
と
称
し

た
。
二
十
年
に
は
北
見
礼
文
利
尻
等
の
奥
地
ま
で

足
を
運
び
布
教
し
て
い
る
。
二
十
二
年
秋
、
光
岩

寺
に
帰
っ
た
が
、
二
十
七
年
七
月
の
酒
田
地
震
に

よ
っ
て
堂
宇
が
破
損
し
修
復
し
た
。
二
十
九
年
九

月
六
日
に
は
少
林
院
に
転
じ
、
三
十
二
年
六
月
、

福
寿
寺
に
転
住
し
て
九
月
二
十
日
に
五
十
一
歳
で

示
寂
し
た
。（
松
本
十
郎
記
「
承
陽
第
三
十
五
祖

全
提
定
孝
禅
師
伝
」）

わ
た
ら
い‒

だ
い
こ
う　

渡
会
大
孝

明
治
十
六
年（
一
八
八
三
）－

昭
和
四
年（
一

九
二
九
）

酒
田
市
光
岩
寺
三
十
三
世
、
鶴
岡
市
福
寿
寺
十
九

世
。
号
は
卍
正
。
明
治
十
六
年
二
月
三
日
に
鶴
岡

町
二
百
人
町
渡
会
の
渡
会
定
孝
の
長
男
と
し
て
生

ま
れ
る
。
受
業
師
は
渡
会
定
孝
、
本
師
は
百
瀬
徳

倫
。
搡
山
月
窓
、
山
本
法
泉
、
新
井
石
禅
、
福
山

黙
堂
、
陸
鉞
巌
、
佐
々
木
珍
龍
ら
に
随
侍
す
る
。

明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
一
月
二
十
六
日
よ

り
最
乗
寺
の
石
川
素
童
に
随
侍
し
、
四
十
二
年
に

光
岩
寺
に
晋
住
す
る
。
昭
和
四
年
一
月
十
日
に
四

十
七
歳
で
示
寂
し
た
。（「
釈
氏
八
十
七
代
卍
正
大

孝
大
和
尚
行
歴
」）
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